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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブマウントに接合された半導体チップである被試験体に電力供給路を接続させて通電
し、該被試験体に対する試験を行う試験装置で用いられる試験用治具であって、
　前記被試験体が載置されるパレットと、
　前記被試験体に電気的に接続可能であって、前記電力供給路と前記被試験体との間に介
在される接触部材を有するコンタクトブロックとを含み、
　前記接触部材は、細長い板状部材であって、該板状部材の長手方向両端に、該板状部材
の幅方向の相反する向きにそれぞれ突出した突出部を有することを特徴とする試験用治具
。
【請求項２】
　前記コンタクトブロックは、前記パレットに着脱自在に装着され、
　前記接触部材が、導電性材料から成り、かつ、前記コンタクトブロックの前記パレット
への装着時に、前記接触部材の一部分が前記パレットに載置される前記被試験体に機械的
に接触することを特徴とする請求項１に記載の試験用治具。
【請求項３】
　前記接触部材は、前記パレットへの装着時に前記被試験体を押圧可能な板ばねであるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載に試験用治具。
【請求項４】
　前記各コンタクトブロックは、前記被試験体と前記電力供給路との間に介在可能な予め
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定める電気的特性を有することが予め判断されていることを特徴とする請求項１～３のい
ずれか１つに記載の試験用治具。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の試験用治具に用いられるコンタクトブロックの電
気的特性を検査する検査装置であって、
　前記試験用治具に載置されるべき前記被試験体と一部分が同形状である擬似チップと、
　前記試験用治具に備えられる前記パレットと同形状であって、前記擬似チップが載置さ
れるとともに、検査対象の前記コンタクトブロックが装着される擬似パレットと、
　前記擬似パレット上の前記擬似チップに、前記擬似パレット上の前記コンタクトブロッ
クの接触部材を介して電力を供給する検査用電力供給部と、
　前記コンタクトブロックの接触抵抗を計測する抵抗計測部とを含むことを特徴とする検
査装置。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の試験用治具の前記パレットに前記被試験体を載置
するとともに前記コンタクトブロックを装着するための載置装置であって、
　前記被試験体を把持して前記パレットへ移送する被試験体移送部と、
　前記コンタクトブロックを把持して前記パレットへ移送するコンタクトブロック移送部
と、
　前記被試験体移送部および前記コンタクトブロック移送部を制御する移送制御部であっ
て、
　　前記パレット内の前記被試験体を載置すべき予定位置を認識し、
　　前記被試験体移送部が把持する前記被試験体の形状および把持状態を認識し、
　前記パレット上の認識された前記予定位置の中心と前記被試験体の中心が一致する位置
に該被試験体が載置されるように、前記被試験体移送部を制御し、
　前記パレット上に載置された前記被試験体に前記接触部材が電気的に接続可能な予め定
める基準位置に前記コンタクトブロックが装着されるように、前記コンタクトブロック移
送部を制御する移送制御部とを含むことを特徴とする載置装置。
【請求項７】
　サブマウントに接合された半導体チップである前記被試験体を保持するための請求項１
～４のいずれか１つに記載の試験用治具と、
　前記被試験体を保持した前記試験用治具の温度環境を制御する温度環境制御部と、
　前記試験用治具に保持される被試験体に、前記試験用治具のコンタクトブロックを介し
て、前記被試験体を駆動するための電力を供給する試験用電力供給部とを含むことを特徴
とする試験装置。
【請求項８】
　前記試験用治具の前記パレットは、前記パレット上の前記被試験体を載置する位置に一
端が開口する吸着孔を有し、
　前記試験装置は、前記吸着孔内の気体を吸引可能な真空吸引源をさらに含むことを特徴
とする請求項７に記載の試験装置。
【請求項９】
　前記温度環境制御部は、
　　予め定める一表面が前記試験用時具の前記パレットに接触し、前記パレットへの熱伝
導が可能な恒温プレートと、
　　前記恒温プレートを加熱冷却する加熱冷却部とを含み、
　前記恒温プレートは、前記一表面内の前記パレットとの接触時に前記パレットの吸着孔
と連通可能な位置に開口する連通孔を有し、
　前記真空吸引源が、前記恒温プレートの連通孔を介して、前記パレットの吸着孔内の気
体を吸引することを特徴とする請求項８に記載の試験装置。
【請求項１０】
　前記被試験体の半導体チップは、レーザダイオードであり、
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　前記試験用電力供給部は、前記コンタクトブロックと接触する外部電極を含み、
　前期試験装置は、
　　前記被試験体のレーザダイオードから出射された光を予め定められた方向へ反射する
反射鏡と、
　　前記反射鏡によって反射された光を受光する受光素子と、
　　前記外部電極と前記受光素子とを支持する支持基板と、
　　前記試験用治具に対して前記支持基板を近接離反させる基板移動部とをさらに含むこ
とを特徴とする請求項７～９のいずれか１つに記載の試験装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置などのバーンイン試験に用いられる試験用治具、検査装置、載置
装置および試験装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、レーザダイオードなどの半導体素子は、半導体素子の製造完成後に、完成品の初
期不良などを判別するために、バーンイン試験およびエージング試験などの信頼性試験が
行われる。エージング試験は、被試験体の長時間駆動後の動作を確認するために、被試験
体である半導体素子に所定の電流を長時間供給する。バーンイン試験は、被試験体の劣化
を加速させて短時間で初期不良を発見するために、被試験体である半導体素子に電力を供
給しつつ加熱する。
【０００３】
　半導体素子の信頼性試験は、一般的には、完成状態の半導体素子に対して行われる。完
成状態の半導体素子は、サブマウントに接合された半導体チップであるチップ部品と、端
子電極を備えたパッケージとを含む。パッケージは、ステムやフレームなどによって実現
される。完成状態の半導体素子において、チップ部品がパッケージに内封され、パッケー
ジの端子電極にチップ部品の半導体チップがボンディングワイヤなどによって電気的に接
続される。半導体素子の信頼性試験のための従来技術として、以下の特許文献１および特
許文献２が挙げられる。
【０００４】
　特許文献１には、半導体素子の検査用治具および検査装置が開示されている。この従来
技術では、検査装置は恒温槽式のバーンイン試験装置であって、パッケージであるリード
フレーム上に半導体チップが載置された構成の完成状態の半導体素子を、被試験体とする
。前記検査装置は、完成状態の半導体素子を保持した試験用治具を恒温槽内に収納し、恒
温槽内の雰囲気温度を制御しつつ試験用治具上の半導体素子を駆動させて、完成状態の半
導体素子の駆動結果となる信号を検出する。
【０００５】
　前記試験用治具は、ベース板上に配設されて完成状態の複数の半導体素子を保持するた
めの保持手段と、保持手段に保持される半導体素子の駆動熱を放熱する放熱体とを備える
。保持手段は、完成状態の半導体素子を保持するために該半導体素子のリードフレームを
挟持し、かつ、保持された完成状態の半導体素子を放熱体に圧接させている。
【０００６】
　特許文献２には、電子部品試験装置が開示されている。この従来技術では、ペルチェ素
子式のバーンイン試験の試験装置である。特許文献２の電子部品試験装置は、半導体レー
ザがステム上に載置されてステム裏面から接続端子が突き出した構成である完成状態の半
導体レーザ装置を、被試験体とする。特許文献２の電子部品試験装置は、完成状態の半導
体レーザ装置を搭載した伝熱板にペルチェ素子からの熱を伝えつつ、該半導体レーザ装置
に電力を供給して、該半導体レーザ装置の駆動状態を調べる。
【０００７】
　特許文献２の電子部品試験装置において、完成状態の半導体レーザ装置が伝熱板への載
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置時には、該半導体レーザ装置の接続端子が、伝熱板に設けられた貫通孔を貫通する。前
記半導体レーザ装置載置済の伝熱板が電子部品駆動装置に取り付けられると、伝熱板に載
置された前記半導体レーザ装置の接続端子が、伝熱板を貫通して、電子部品試験装置側の
ソケットに電気的に接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－２３２８６２号公報
【特許文献２】特開２０１０－１５１７９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述した特許文献１および特許文献２において、完成状態の半導体素子を被試験体とし
て、バーンイン試験などの信頼性試験が実行されている。完成状態の半導体素子への信頼
性試験によって該半導体素子が不良品であると判定された場合、不良な半導体素子は出荷
品から外される。完成状態の半導体素子への信頼性試験において不良品が発見される場合
、出荷品から完成状態の不良な半導体素子を除くことになるので、製造コストが大きく成
り易い。
【００１０】
　完成状態の半導体素子の構成要素のうち、サブマウントに接合された半導体チップから
成るチップ部品が、バーンイン試験などの信頼性試験を特に必要としている。たとえば、
半導体素子が半導体レーザ素子である場合、チップ部品であるレーザチップとサブマウン
トとの接合状態が、半導体レーザ素子自体の温度特性、特に半導体レーザ素子の高温特性
に影響を与える。このため、チップ部品とサブマウントとの接合状態の確認が可能であっ
て、かつ不良発生時の損失を最小限とするために、チップ部品単体での信頼性試験を行う
ことができる試験装置が望まれている。
【００１１】
　上記したような、サブマウントに接合された半導体チップであるチップ部品は、完成状
態の半導体素子と異なり、外部から半導体チップへ電力を供給するための端子電極が備え
られていないことが多い。そのため、半導体チップへ電力を与えるには、外部電力供給路
の電極を半導体チップへ直接接触させる必要がある。しかしながら、完成状態の半導体素
子よりも、チップ部品のほうが格段に小さい。チップ部品に対して信頼性試験を実施する
場合、小さなチップ部品である半導体チップに信頼性試験用の電力供給路の電極を接触さ
せることが困難であるので、信頼性試験を行いにくいという問題がある。
【００１２】
　たとえば、完成状態の半導体素子が半導体レーザ素子である場合、レーザチップの大き
さが１００μｍ×５００μｍ、サブマウントの大きさが５００μｍ×５００μｍ程度であ
る。
【００１３】
　このようなサブマウントに接合されたレーザチップから成る小型のチップ部品の取扱い
に際し、該チップ部品の位置決めのために、小型で高精度の位置決め機構が必要となる。
また、上述のような小型のチップ部品内の半導体チップへ信頼性試験用の電力供給路の端
子を接触させるためには、小型で高精度の端子接触機構が必要とされる。そのため、上述
のチップ部品に対する信頼性試験用の試験装置は、小型で高精細であるチップ部品用位置
決め機構と、小型で高精度の端子接触機構とを必要とするため、試験装置の構成が複雑化
し易い。
【００１４】
　また、一般に、量産性を考慮して、１回の試験時に多数、たとえば１０００個程度のチ
ップ部品に対する信頼性試験が同時に実行される。このため、信頼性試験用の試験装置は
、チップ部品用の小型かつ高精度の位置決め機構および小型かつ高精細の端子接触機構を
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それぞれ多数具備する必要があるため、装置の構成がさらに複雑化して、装置が高価なも
のになってしまう。また、量産性を考慮した上述の試験装置において、外部の電力供給路
の多数の端子が多数の半導体チップに同時に接触させる際、電力供給路の多数の端子と多
数の半導体チップとを同時に位置決めすることは困難である。
【００１５】
　また上述のように、試験装置に多数のチップ部品用の位置決め機構が設けられた場合、
多数の位置決め機構を正常に動作させるための維持管理に、多くのコストを要する。また
、上述のように、試験装置に多数の端子接触機構が位置決め機構が設けられた場合、端子
の半導体素子への接触圧力の維持管理するためなどに、多くのコストがかかる。
【００１６】
　本発明の目的は、サブマウントに接合された半導体チップである被試験体に対する信頼
性試験による不良判定時の損失を最小限に抑えつつ、装置の維持管理が容易な試験用治具
、検査装置、載置装置および試験装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、サブマウントに接合された半導体チップである被試験体に電力供給路を接続
させて通電し、該被試験体に対する試験を行う試験装置で用いられる試験用治具であって
、
　前記被試験体が載置されるパレットと、
　前記被試験体に電気的に接続可能であって、前記電力供給路と前記被試験体との間に介
在される接触部材を有するコンタクトブロックとを含み、
　前記接触部材は、細長い板状部材であって、該板状部材の長手方向両端に、該板状部材
の幅方向の相反する向きにそれぞれ突出した突出部を有することを特徴とする試験用治具
である。
【００１８】
　また本発明において、前記コンタクトブロックは、前記パレットに着脱自在に装着され
、
　前記接触部材が、導電性材料から成り、かつ、前記コンタクトブロックの前記パレット
への装着時に、前記接触部材の一部分が前記パレットに載置される前記被試験体に機械的
に接触することが好ましい。
【００１９】
　また本発明において、前記接触部材は、前記パレットへの装着時に前記被試験体を押圧
可能な板ばねであることが好ましい。
【００２０】
　また本発明において、前記各コンタクトブロックは、前記被試験体と前記電力供給路と
の間に介在可能な予め定める電気的特性を有することが予め判断されていることが好まし
い。
【００２１】
　本発明は、上述の試験用治具に用いられるコンタクトブロックの電気的特性を検査する
検査装置であって、
　前記試験用治具に載置されるべき前記被試験体と一部分が同形状である疑似チップと、
　前記試験用治具に備えられる前記パレットと同形状であって、前記疑似チップが載置さ
れるとともに、検査対象の前記コンタクトブロックが装着される疑似パレットと、
　前記疑似パレット上の前記疑似チップに、前記疑似パレット上の前記コンタクトブロッ
クの接触部材を介して電力を供給する検査用電力供給部と、
　前記コンタクトブロックの接触抵抗を計測する抵抗計測部とを含むことを特徴とする検
査装置である。
【００２２】
　また本発明は、上述の試験用治具の前記パレットに前記被試験体を載置するとともに前
記コンタクトブロックを装着するための載置装置であって、
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　前記被試験体を把持して前記パレットへ移送する被試験体移送部と、
　前記コンタクトブロックを把持して前記パレットへ移送するコンタクトブロック移送部
と、
　前記被試験体移送部および前記コンタクトブロック移送部を制御する移送制御部であっ
て、
　　前記パレット内の前記被試験体を載置すべき予定位置を認識し、
　　前記被試験体移送部が把持する前記被試験体の形状および把持状態を認識し、
　前記パレット上の認識された前記予定位置の中心と前記被試験体の中心が一致する位置
に該被試験体が載置されるように、前記被試験体移送部を制御し、
　前記パレット上に載置された前記被試験体に前記接触部材が電気的に接続可能な予め定
める基準位置に前記コンタクトブロックが装着されるように、前記コンタクトブロック移
送部を制御する移送制御部とを含むことを特徴とする載置装置である。
【００２３】
　また本発明は、サブマウントに接合された半導体チップである前記被試験体を保持する
ための上述の試験用治具と、
　前記被試験体を保持した前記試験用治具の温度環境を制御する温度環境制御部と、
　前記試験用治具に保持される被試験体に、前記試験用治具のコンタクトブロックを介し
て、前記被試験体を駆動するための電力を供給する試験用電力供給部とを含むことを特徴
とする試験装置である。
【００２４】
　本発明において、前記試験用治具の前記パレットは、前記パレット上の前記被試験体を
載置する位置に一端が開口する吸着孔を有し、
　前記試験装置は、前記吸着孔内の気体を吸引可能な真空吸引源をさらに含むことが好ま
しい。
【００２５】
　また本発明において、前記温度環境制御部は、
　　予め定める一表面が前記試験用治具の前記パレットに接触し、前記パレットへの熱伝
導が可能な恒温プレートと、
　　前記恒温プレートを加熱冷却する加熱冷却部とを含み、
　前記恒温プレートは、前記一表面内の前記パレットとの接触時に前記パレットの吸着孔
と連通可能な位置に開口する連通孔を有し、
　前記真空吸引源が、前記恒温プレートの連通孔を介して、前記パレットの吸着孔内の気
体を吸引することが好ましい。
【００２６】
　また本発明において、前記被試験体の半導体チップは、レーザダイオードであり、
　前記試験用電力供給部は、前記コンタクトブロックと接触する外部電極を含み、
　前記試験装置は、
　　前記被試験体のレーザダイオードから出射された光を予め定められた方向へ反射する
反射鏡と、
　　前記反射鏡によって反射された光を受光する受光素子と、
　　前記外部電極と前記受光素子とを支持する支持基板と、
　　前記試験用治具に対して前記支持基板を近接離反させる基板移動部とをさらに含むこ
とが好ましい。
【発明の効果】
【００２７】
　以上のように本発明によれば、本発明の試験用治具は、サブマウントに接合された半導
体チップである被試験体に電力供給路を接続させて通電しつつ該被試験体に対して各種の
試験を行うための試験装置において用いられる。以後の説明では、「サブマウントに接合
された半導体チップ」を「チップ部品」と称することがある。チップ部品は、端子電極を
備えたパッケージに取付けられて、完成状態の半導体素子を構成する。
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【００２８】
　本発明の試験用治具は、パレットと接触部材を有するコンタクトブロックとを含む。本
発明の試験用治具において、上述のチップ部品である被試験体が、パレット上に載置され
る。コンタクトブロックの接触部材は、パレット上の被試験体にそれぞれ電気的に接続さ
れる。パレット上の被試験体への電力供給時に、被試験体と電力供給路との間に、コンタ
クトブロックの接触部材が介在される。
【００２９】
　これによって、本発明の試験用治具を用いたチップ部品に対する試験は、チップ部品に
電力供給路が直接に電気的接続する従来技術の試験と比較して、該試験を容易に行うこと
ができる。またこれによって、本発明の試験用治具を用いたチップ部品に対する試験は、
完成状態の半導体素子に対する従来技術の試験に比較して、容易に行うことができる。
【００３０】
　この結果、本発明の試験用治具を用いた試験を含む半導体素子の製造工程は、完成状態
の半導体素子に対する従来技術の試験を含む半導体素子の製造工程よりも、完成状態の半
導体素子の生産効率を向上させて、不良品を完成品全体から排除した際の製造コストを抑
えることができる。またチップ部品が単体で出荷される場合に、本発明の試験用治具を用
いる試験が行われることによって、出荷されるチップ部品の信頼性を容易かつ充分に向上
することができる。
【００３１】
　また本発明によれば、本発明の試験用治具において、１以上の各コンタクトブロックが
、パレットに着脱自在に装着可能に構成される。これによって、コンタクトブロックの維
持管理が容易になるので、本発明の試験用治具の使い勝手が向上される。また本発明の試
験用治具において、各コンタクトブロックの接触部材が、導電性材料から成り、かつ、各
コンタクトブロックのパレットへの装着時に、該接触部材の一部分がパレットに載置され
る各被試験体に機械的に接触する。これによって、コンタクトブロックの接触部材と被試
験体との電気的接続が容易になるので、本発明の試験用治具の使い勝手が向上される。こ
れらによって、本発明の試験用治具は、本発明の試験用治具を用いる試験の難易度を低下
させることができる。
【００３２】
　さらにまた本発明によれば、本発明の試験用治具において、コンタクトブロックの接触
部材が、板ばねによって実現される。この結果、本発明の試験用治具において、被試験体
載置済のパレットへの各コンタクトブロックの装着時に、各コンタクトブロックの接触部
材が各被試験体を押圧する。これによって、本発明の試験用治具において、簡単な構成の
コンタクトブロックおよびパレットを用いて、被試験体の位置姿勢を保持しつつ、外部の
電力供給路と被試験体とを容易に電気的接続させることができる。したがって、本発明の
試験用治具の使い勝手を向上することができる。
【００３３】
　また本発明によれば、本発明の試験用治具において、パレットに取付けられる各コンタ
クトブロックが、被試験体と電力供給路との間に介在可能な予め定める電気的特性を有す
ることが予め判断されている。すなわち、本発明の試験用治具において、多数のコンタク
トブロックのうちの被試験体と電力供給路との間を介在可能な良品のコンタクトブロック
が予め選別され、選別された良品のコンタクトブロックだけを用いて、本発明の試験用治
具を用いた試験が行われる。これによって、本発明の試験用治具を用いる試験において、
コンタクトブロックの不良に起因する試験の誤判断が未然に防がれる。ゆえに、本発明の
試験用治具の使い勝手をさらに向上することができる。
【００３４】
　本発明によれば、本発明の検査装置は、単一の被試験体と同形状である疑似チップが、
試験用治具のパレットと同形状である疑似パレット上に載置されており、被検査物である
コンタクトブロックが疑似パレット上にさらに装着される。コンタクトブロックの疑似パ
レットへの装着後、コンタクトブロックの接触部材を介して、疑似パレット上の疑似チッ
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プに電力を供給しつつ、コンタクトブロックの接触抵抗が計測される。計測されたコンタ
クトブロックの接触抵抗に基づき、コンタクトブロックが良品であるか否かが判断される
。これによって、本発明の検査装置は、試験装置のパレットへのコンタクトブロックの装
着手順と同等の簡単な手順を用いて、コンタクトブロックの電気的特性を計測することが
できるので、使い勝手が向上される。
【００３５】
　また本発明によれば、本発明の載置装置は、上述の試験用治具のパレットに上述の被試
験体を載置して上述のコンタクトブロックを装着するための装置である。本発明の載置装
置は、被試験体を把持して移送するための被試験体移送部と、コンタクトブロックを把持
して移送するためのコンタクトブロック移送部と、被試験体移送部およびコンタクトブロ
ック移送部を制御するための移送制御部とを含む。
【００３６】
　本発明の載置装置において、最初に、パレット内の被試験体を載置すべき予定位置と、
被試験体移送部に把持される被試験体の形状および把持状態とが、認識される。次いで、
パレット上の認識された予定位置の中心と被試験体の中心とが一致する位置に、該被試験
体が載置される。最後に、パレット上に載置された被試験体に接触部材が電気的に接続可
能な予め定める基準位置に、コンタクトブロックが装着される。
【００３７】
　この結果、載置装置が用いられる場合、パレットとコンタクトブロックと被試験体とを
相互に位置決めするための位置決め機構を、必要としない。これによって、本発明の載置
装置は、本発明の試験用治具の構成を簡略化しつつ、パレット上の被試験体およびコンタ
クトブロックを的確に位置決めすることができる。したがって、本発明の載置装置は、試
験用治具の使い勝手を向上することができる。
【００３８】
　本発明によれば、本発明の試験装置は、サブマウントに接合された半導体チップである
１以上の被試験体を上述した試験用治具によって保持し、被試験体を保持した試験用治具
の温度環境を制御しつつ、試験用治具に保持された各試験体に各コンタクトブロックを介
して電力を供給する。この結果、温度環境を制御しつつチップ部品を駆動させて、該チッ
プ部品に対する試験を行うことができる。
【００３９】
　これによって、上述の試験用治具を用いる試験装置は、チップ部品に試験用電力供給部
が直接に電気的接続する構成である従来技術の試験装置と比較して、チップ部品に対する
試験を容易に行うことができる。またこれによって、本発明の試験装置は、完成状態の半
導体素子に対する従来技術の試験装置に比較して、被試験体に対する試験を容易に行うこ
とができる。したがって、本発明の試験装置による試験を含む半導体素子の製造工程は、
完成状態の半導体素子の生産効率を向上させて、完成品全体から不良品を排除した際の製
造コストを抑えることができる。また、チップ部品が単体で出荷される場合に、出荷され
るチップ部品の信頼性を容易かつ充分に向上することができる。
【００４０】
　また本発明によれば、試験用治具のパレットが吸着孔を有し、吸着孔の一端の開口に重
なる位置に被試験体が載置される。パレット上に各被試験体が載置された状態で、吸着孔
内の気体が真空吸引源によって吸引される。この結果、試験用治具内の被試験体の位置お
よび姿勢が、真空吸着によって保持される。
【００４１】
　これによって、コンタクトブロックの接触部材を用いて被試験体の位置姿勢を保持する
だけでなく、真空吸引によって被試験体の位置姿勢をさらに保持することができる。した
がって、試験用治具内の被試験体の位置姿勢の保持がより確実になるため、試験装置の使
い勝手が向上される。
【００４２】
　また本発明によれば、試験装置は、温度環境制御部が、パレットと接触して熱を伝える
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恒温プレートと、恒温プレートを加熱冷却する加熱冷却部とを含む。また、パレットの吸
着孔と連通可能な連通孔が恒温プレートに形成されており、パレットの吸着孔内の気体の
吸引時に連通孔内の気体も吸引される。これによって、パレットと恒温プレートとの接触
性が向上されるため、試験用治具の温度制御がより確実に実行される。したがって、試験
装置の使い勝手が向上される。
【００４３】
　また本発明によれば、被試験体の半導体チップがレーザダイオードから形成される。す
なわち、被試験体であるチップ部品は、サブマウントにレーザダイオードが接続されたサ
ブマウント接合レーザチップによって実現され、該チップ部品を含む完成状態の半導体素
子は、半導体レーザ素子によって実現される。
【００４４】
　被試験体であるサブマウント接合レーザチップから出射された光は、反射鏡によって反
射されて、受光素子に導かれる。この結果、サブマウント接合レーザチップの光の出射方
向に拘らず、受光素子の位置を任意に設定可能になるため、試験装置の構成上の自由度が
向上される。
【００４５】
　また本発明の試験装置は、試験用電力供給部の外部電極と受光素子とが単一の支持基板
によって支持され、外部電極および受光素子が、支持基板ごと、試験用治具に対して近接
離反される。この結果、試験用電極供給部の外部端子と検査用の受光素子とが一体化され
て近接離反する。これによって、被試験体がサブマウント接合レーザチップである状況下
で、試験装置は、構成要素の駆動系を共通化して、装置構成を簡略化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
　本発明の目的、特色、および利点は、下記の詳細な説明と図面とからより明確になるで
あろう。
【図１】本発明の一実施形態である試験用治具を用いた試験装置の構成を模式的に示す平
面図である。
【図２】図１の試験装置で用いられる試験用治具の構成を模式的に示す正面図である。
【図３Ａ】図２の試験用治具１０の構成を模式的に示す平面図である。
【図３Ｂ】接触部材１３の外部接触端部３２付近の拡大平面図である。
【図４】図２の試験用治具１０において被試験体１とコンタクトブロック１２の接触部材
１３との機械的な接触状態を説明するための部分拡大図である。
【図５】図２の試験用治具１０のコンタクトブロック１２に備えられる接触部材１３の詳
細な構成を示す図である。
【図６Ａ】図２の試験用治具１０に含まれるコンタクトブロック１２の詳細な構成を示す
正面図である。
【図６Ｂ】コンタクトブロック１２の平面図である。
【図６Ｃ】コンタクトブロック１２の側面図である。
【図７Ａ】図２の試験用治具１０に含まれるパレット１１の詳細な構成を示す平面図であ
る。
【図７Ｂ】本実施形態のパレット１１内の後述する載置台５２において、被試験体１の予
定位置１７近傍を示す部分拡大図である。
【図８Ａ】図１の試験装置２０の被試験体であるチップ部品４の一例であるサブマウント
接合レーザチップ１００の構成を示す模式的な平面図である。
【図８Ｂ】図８Ａのサブマウント接合レーザチップ１００の構成を示す模式的な側面図で
ある。
【図８Ｃ】図８Ａのサブマウント接合レーザチップ１００の電気記号を示す図である。
【図８Ｄ】図８Ａのサブマウント接合レーザチップ１００を含む完成状態の半導体素子５
である半導体レーザ素子の構成を示す模式図である。
【図９Ａ】図２の試験用治具１０のコンタクトブロック１２の電気的特性を検査するため
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の検査装置１１０の構成を示す模式図である。
【図９Ｂ】検査装置１１０の電気系の構成を示す図である。
【図１０Ａ】載置装置１２０の構成を示す図である。
【図１０Ｂ】載置装置１２０の構成を示す図である。
【図１０Ｃ】載置装置１２０の構成を示す図である。
【図１１Ａ】載置装置１２０の載置手順を説明するための模式図である。
【図１１Ｂ】載置装置１２０の載置手順を説明するための模式図である。
【図１１Ｃ】載置装置１２０の載置手順を説明するための模式図である。
【図１１Ｄ】載置装置１２０の載置手順を説明するための模式図である。
【図１２Ａ】載置装置１２０の載置手順を説明するためのフローチャートである。
【図１２Ｂ】載置装置１２０の載置手順を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　図１は、本発明の一実施形態である試験用治具１０を用いた試験装置２０の構成を模式
的に示す平面図である。図２は、図１の試験装置２０で用いられる試験用治具１０の構成
を模式的に示す正面図である。図３Ａおよび図３Ｂは、図２の試験用治具１０の構成を模
式的に示す図であり、図３Ａは図２の試験用治具１０を上方から見た平面図であり、図３
Ｂは接触部材１３の外部接触端部３２付近の拡大平面図である。図４は、図２の試験用治
具１０において被試験体１とコンタクトブロック１２の接触部材１３との機械的な接触状
態を説明するための部分拡大図である。図１、図２、図３Ａ、図３Ｂおよび図４を併せて
参照して、本実施形態の試験装置２０の構成について説明する。
【００４８】
　本実施形態の試験装置２０は、サブマウント３に接合された半導体チップ２である被試
験体１に電力供給路を電気的に接続させて通電し、該被試験体１に対する各種試験を行う
ために用いられる。本実施形態の試験用治具１０は、前述の試験装置２０に備えられる。
以下の説明では、サブマウント３と、サブマウント３に接合された半導体チップ２とを含
んで、「チップ部品４」と称することがある。
【００４９】
　チップ部品４は、完成状態の半導体素子５の構成要素の１つである。完成状態の半導体
素子５は、チップ部品４と、端子電極７を備えたパッケージ６とを含む。パッケージ６は
、たとえばステムやフレームなどで実現され、チップ部品４を内包する。パッケージ６の
端子電極７は、チップ部品４と電力供給路との間に介在されるため、パッケージ６内にお
いてチップ部品４に電気的に接続される。
【００５０】
　前記試験用治具１０は、パレット１１と１以上のコンタクトブロック１２とを含む。各
コンタクトブロック１２は、接触部材１３をそれぞれ有する。前記試験用治具１０におい
て、チップ部品４である１以上の被試験体１が、パレット１１上に載置される。１以上の
コンタクトブロック１２の接触部材１３は、パレット１１上の各被試験体１にそれぞれ電
気的に接続される。パレット１１上の各被試験体１への電力供給時に、各被試験体１と試
験用治具１０外部の電力供給路との間に、各コンタクトブロック１２の接触部材１３が介
在される。
【００５１】
　本実施形態の試験用治具１０が用いられる場合、被試験体１への電力供給路は、コンタ
クトブロック１２の接触部材１３に電気的接続されればよく、チップ部品４である被試験
体１に直接に電気的に接続される必要はない。すなわち、コンタクトブロック１２の接触
部材１３が、完成状態の半導体素子５におけるパッケージ６の端子電極７の代わりを務め
る。これによって、本実施形態の試験用治具１０を用いて行われるチップ部品４に対する
本実施形態の試験は、チップ部品４に電力供給路が直接に電気的接続する構成であるチッ
プ部品４に対する従来技術の試験と比較して、容易に行うことができる。
【００５２】



(11) JP 5970552 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

　特に、被試験体１であるチップ部品４の大きさが小さいほど、電力供給路をチップ部品
４へ直接に電気的に接続することは困難である。本実施形態の試験用治具１０は、チップ
部品４の大きさに拘らず、コンタクトブロック１２の接触部材１３と電力供給路との電気
的接続を容易に行うことができる大きさに、接触部材１３を構成することが可能である。
これによって、本実施形態の試験用治具１０を用いる試験は、前述したチップ部品４に対
する従来技術の試験と比較して、容易に行うことができる。
【００５３】
　また従来技術においては、端子電極７を備えるパッケージ６（後述の図８参照）にチッ
プ部品４が取付けられた構成である完成状態の半導体素子５を被試験体１として、完成状
態の半導体素子５に対して各種の試験が行われる。これに対し、本実施形態の試験用治具
１０を用いる試験は、被試験体１であるチップ部品４がパッケージ６に取付けられていな
くとも、パッケージ６の端子電極７の代わりに、コンタクトブロック１２の接触部材１３
が電力供給路とチップ部品４との間に介在される。これによって、本実施形態の試験用治
具１０を用いる試験は、完成状態の半導体素子５に対する従来技術に比較して、容易に行
うことができる。
【００５４】
　以上の結果、本実施形態の試験用治具１０を用いる試験は、サブマウント３に接合され
た半導体チップ２であるチップ部品４に対して、直接的に行うことができる。たとえば、
本実施形態の試験用治具１０を用いる試験は、チップ部品４に対して、半導体チップ２と
サブマウント３との接合状態を直接的に確認することができる。
【００５５】
　特に、完成状態の半導体素子５が半導体レーザ素子である場合、電力供給に応答してレ
ーザ光を発振するレーザチップによって、半導体チップ２が実現される。半導体チップ２
とサブマウント３との接合状態は、半導体レーザ素子自体の温度特性、特に高温特性に影
響を与える。上述した本実施形態の試験用治具１０を用いる試験は、サブマウント３に半
導体チップ２が接合されたチップ部品４に対して直接的に行うことができるので、半導体
チップ２とサブマウント３との接合状態を直接的に確認することができる。したがって、
チップ部品４の温度特性の信頼性を向上させることができる。
【００５６】
　また上述したように、本実施形態の試験用治具１０を用いる試験は、チップ部品４をス
テムやフレームなどのパッケージ６に実装する前に、チップ部品４に対して直接的に行う
ことができる。これによって、たとえば、本実施形態の試験用治具１０を用いる試験の実
施後、チップ部品４をパッケージ６に取付ける前に、該チップ部品４に対する本実施形態
の試験の結果に基づいて、多数のチップ部品４の中から不良なチップ部品４を除くスクリ
ーニングを行うことが可能である。
【００５７】
　この結果、チップ部品４に対する本実施形態の試験用治具１０を用いた試験を含む半導
体素子５の製造工程は、パッケージ６に取付けるチップ部品４から不良なチップ部品４を
予め排除することができる。このため、本実施形態の試験用治具１０を用いた試験を含む
半導体素子５の製造工程は、完成状態の半導体素子５に対する従来技術の試験を含む半導
体素子５の製造工程よりも、パッケージ６にチップ部品４を取付けた完成状態の半導体素
子５の不良の発生率を低減させることができるため、完成状態の半導体素子５の生産効率
を向上させることができる。
【００５８】
　したがって、本実施形態の試験用治具１０を用いた試験を含む半導体素子５の製造工程
は、完成状態の半導体素子５に対する従来技術の試験を含む半導体素子５の製造工程より
も、最終的に出荷される半導体素子５全体に要する材料費および作業費を削減することが
できる。この結果、本実施形態の試験を含む半導体素子５の製造工程は、試験結果に基づ
いて不良品を完成品全体から排除した際の製造コストを抑えることができる。
【００５９】
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　また、サブマウント３に接合された半導体チップ２から成るチップ部品４は、チップ部
品４がパッケージ６に実装された状態で出荷されるだけでなく、チップ部品４単体がその
まま出荷されることがある。本実施形態の試験用治具１０を用いる試験は、チップ部品４
に対して直接的に行うことができるので、パッケージ６に実装する前のチップ部品４を出
荷前に直接的に試験することができる。したがって、チップ部品４が単体で出荷される場
合であっても、出荷されるチップ部品４の信頼性を従来よりも向上させることができる。
【００６０】
　また本実施形態の試験用治具１０を用いる試験は、チップ部品４単体に対して直接的か
つ簡単に行うことができるので、チップ部品４が単体で出荷される場合に、チップ部品４
に対する試験を抜取り検査ではなく全数検査としても、過度に長い時間を要せず、容易に
実施可能である。これによって、出荷されるチップ部品４の信頼性を容易かつ充分に向上
することができる。
【００６１】
　また本実施形態の試験用治具１０において、１以上、好ましくは複数のコンタクトブロ
ック１２が、パレット１１に着脱自在に装着可能に構成される。この結果、各コンタクト
ブロック１２を個別に維持管理することが可能となり、複数のコンタクトブロック１２に
対する維持管理が容易になる。これによって、本実施形態の試験用治具１０の使い勝手が
向上される。
【００６２】
　本実施形態の試験用治具１０において、たとえば、各コンタクトブロック１２がパレッ
ト１１に着脱自在であることによって、多数のコンタクトブロック１２の電気的特性を個
別に判定することが容易である。したがって、本実施形態の試験用治具１０において、良
品のコンタクトブロック１２だけを実際に利用することが可能である。
【００６３】
　また、本実施形態の試験用治具１０において、各コンタクトブロック１２がパレット１
１に着脱自在であることによって、パレット１１にコンタクトブロック１２が常設される
構成の試験用治具１０に比較して、本実施形態の試験用治具１０は、いずれかのコンタク
トブロック１２に不具合が生じた時点で、不良なコンタクトブロック１２だけを素早く容
易に交換することが可能である。これによって、多数のコンタクトブロック１２の維持管
理が容易になる。
【００６４】
　また、本実施形態の試験用治具１０において、各コンタクトブロック１２がパレット１
１に容易に着脱可能であることによって、パレット１１へ被試験体１を載置する際に、パ
レット１１からコンタクトブロック１２を取外しておくことが可能である。このため、パ
レット１１への被試験体１の載置時に、コンタクトブロック１２や被試験体１の位置決め
機構などの干渉物が、パレット１１内の被試験体１を載置すべき予定位置１７周辺に存在
しない状態で、パレット１１へ被試験体１を載置することが可能である。これによって、
パレット１１への被試験体１の載置に関わる機構およびパレット１１へのコンタクトブロ
ック１２の装着に関わる機構を簡略化することが可能になる。
【００６５】
　また、本実施形態の試験用治具１０において、各コンタクトブロック１２がパレット１
１に着脱自在であれば、被試験体１の構造に合わせた構造のコンタクトブロック１２を被
試験体１の構造が共通な種類毎に作成しておき、被試験体１の構造が変更されたとき、コ
ンタクトブロック１２だけを交換することが可能である。これによって、多種類の被試験
体１へ容易に適応することができる。
【００６６】
　さらに、本実施形態の試験用治具１０において、コンタクトブロック１２の接触部材１
３が、導電性材料から成る部材であって、各コンタクトブロック１２のパレット１１への
装着時に、該接触部材１３の一部分がパレット１１に載置される各被試験体１に機械的に
接触する構成を有する。この結果、被試験体１を載置済のパレット１１へのコンタクトブ
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ロック１２の装着に伴い、被試験体１と導電性材料から成る接触部材１３との機械的接触
によって、コンタクトブロック１２の接触部材１３が被試験体１と電気的に接続させるこ
とができる。
【００６７】
　これによって、コンタクトブロック１２の接触部材１３と被試験体１との電気的接続が
容易になるので、本実施形態の試験用治具１０の使い勝手が向上される。特に、本実施形
態の試験用治具１０を用いる試験において、１回の試験でパレット１１に載置される被試
験体１の数が多数である場合、パレット１１への装着時に被試験体１に機械的に接触する
構成の接触部材１３を有するコンタクトブロック１２が用いられることによって、各コン
タクトブロック１２と各被試験体１とを電気的に接続する手間が軽減される。
【００６８】
　以上説明したように、本実施形態の試験用治具１０において、パレット１１に着脱自在
な構成のコンタクトブロック１２が用いられ、かつパレット１１装着時に導電性材料から
成る接触部材１３が被試験体１に機械的に接触する。このような構成によって、本実施形
態の試験用治具１０の取扱いの手間が軽減され、本実施形態の試験用治具１０を用いる試
験の難易度を低下させることができる。
【００６９】
　さらにまた本実施形態の試験用治具１０において、コンタクトブロック１２の接触部材
１３が、板ばねによって実現される。板ばねから成る接触部材１３は、被試験体１を載置
済のパレット１１への各コンタクトブロック１２の装着時に、各コンタクトブロック１２
の接触部材１３が各被試験体１に機械的に接触しつつ、該各被試験体１を押圧する。これ
によって、各コンタクトブロック１２の接触部材１３が、パレット１１上の各被試験体１
に対して電気的に接続を達成しつつ、該各被試験体１の位置姿勢を保持することができる
。
【００７０】
　したがって、各被試験体１の位置姿勢の保持機構をパレット１１に別途に備える必要が
ないため、パレット１１の構成を簡略化することができる。また各被試験体１の位置姿勢
の保持機構をコンタクトブロック１２が別途に備える必要がなく、各被試験体１への電気
的接続のための接触部材１３に前記保持機構を兼任させることができるので、コンタクト
ブロック１２の構成が複雑化することが防がれる。これらの結果、簡単な構成のコンタク
トブロック１２およびパレット１１を用いて、被試験体１の位置姿勢を保持しつつ、外部
の電力供給路と被試験体１とを容易に電気的に接続することができる。したがって、使い
勝手の高い試験用治具１０を実現することができる。
【００７１】
　また、本実施形態の試験用治具１０において、板ばね構造を有する接触部材１３は、極
めて簡単な構成によって、被試験体１と電気的に接続しつつ、被試験体１の位置姿勢を保
持することが可能である。本実施形態の接触部材１３の構成が簡単であるので、コンタク
トブロック１２の維持管理も簡便化することができる。これによって、試験用治具１０の
構成がより簡略化され、かつ試験用治具１０の使い勝手がさらに向上される。
【００７２】
　さらに、本実施形態の試験用治具１０において、パレット１１に取付けられる各コンタ
クトブロック１２が、被試験体１と試験用治具１０外部の電力供給路との間に介在可能な
予め定める電気的特性を有すると、予め判断されている。すなわち、多数のコンタクトブ
ロック１２のうちの被試験体１と電力供給路との間を介在可能な電気的特性を有する良品
のコンタクトブロック１２が予め選別され、選別された良品のコンタクトブロック１２が
パレット１１に装着されて、本実施形態の試験用治具１０を用いた試験が行われる。これ
によって、本実施形態の試験用治具１０を用いる試験において、コンタクトブロック１２
の不良に起因する試験の誤判断が未然に防がれる。これによってもまた、本実施形態の試
験用治具１０の使い勝手がさらに向上される。
【００７３】
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　また、本実施形態の試験用治具１０において、コンタクトブロック１２がパレット１１
に着脱自在であることによって、パレット１１からコンタクトブロック１２を取外した状
態で、コンタクトブロック１２の電気的特性を検査することが可能である。パレット１１
に多数のコンタクトブロック１２を装着したまま各コンタクトブロック１２を検査する場
合に比較して、本実施形態のようにパレット１１から取外されたコンタクトブロック１２
を検査する場合のほうが、コンタクトブロック１２の検査の手間が少ない。このように、
コンタクトブロック１２の検査の手間が軽減されるため、本実施形態の試験用治具１０の
使い勝手がさらに向上される。
【００７４】
　再び、図１を参照して、本実施形態の試験用治具１０は、試験装置２０に、着脱自在に
取付けられる。試験用治具１０を用いる試験装置２０は、サブマウント３に接合された半
導体チップ２である１以上の被試験体１を上述した試験用治具１０によって保持し、各被
試験体１を保持した試験用治具１０の温度環境を制御しつつ、試験用治具１０に保持され
た各被試験体１に各コンタクトブロック１２を介して電力を供給する。この結果、試験装
置２０は、温度環境を制御しつつ、チップ部品４である被試験体１を駆動させることによ
って、該チップ部品４に対する試験を行うことができる。
【００７５】
　このように、本実施形態の試験装置２０は、上述した試験用治具１０が着脱自在に取付
けられ、取付けられた試験用治具１０を試験に用いる。これによって、チップ部品４であ
る被試験体１に試験用電力供給部２２が直接に、電気的に接続する必要がなく、試験用治
具１０のコンタクトブロック１２の接触部材１３に試験用電力供給部２２が電気的に接続
されればよい。
【００７６】
　これによって、上述の試験用治具１０を用いる試験装置２０は、チップ部品４に試験用
電力供給部２２が直接に電気的接続する構成である従来技術の試験装置２０と比較して、
チップ部品４に対する試験を容易に行うことができる。またこれによって、本実施形態の
試験装置２０におけるチップ部品４に対する試験が、完成状態の半導体素子５に対する従
来技術の試験に比較して、容易に行うことができる。
【００７７】
　以上の結果、本実施形態の試験装置２０は、サブマウント３に接合された半導体チップ
２であるチップ部品４に対する試験を、温度環境を制御しつつ直接的に行うことができる
。したがって、本実施形態の試験装置２０による試験を含む半導体素子５の製造工程は、
完成状態の半導体素子５の生産効率を向上させて、不良品による製造コストを抑えること
ができる。またしたがって、チップ部品４が単体で出荷される場合に、チップ部品４に対
する全数検査を容易に行うことができるので、出荷されるチップ部品４の信頼性を容易か
つ充分に向上させることができる。
【００７８】
　また本実施形態の試験装置２０において、好ましくは、試験用治具１０のパレット１１
が吸着孔１４を有する。この場合、パレット１１上の吸着孔１４の一端の開口に重なる位
置に被試験体１が載置され、パレット１１上に各被試験体１が載置された状態で吸着孔１
４内の気体が真空吸引源２３によって吸引される。この結果、試験用治具１０内の被試験
体１の位置姿勢が、真空吸着によって保持される。
【００７９】
　これによって、本実施形態の試験装置２０に、パレット１１上の被試験体１の位置姿勢
の保持機構として、試験用治具１０のパレット１１の吸着孔１４と真空吸引源２３とを組
合せた簡単な構成が追加される。ゆえに、本実施形態の試験装置２０は、コンタクトブロ
ック１２の接触部材１３を用いて被試験体１の位置姿勢を保持するだけでなく、真空吸引
によって被試験体１の位置姿勢をさらに保持することができる。したがって、試験用治具
１０内の被試験体１の位置姿勢の保持がより確実になるため、本実施形態の試験装置２０
の使い勝手が向上される。
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【００８０】
　さらにまた、本実施形態の試験装置２０において、温度環境制御部２１が、パレット１
１と接触して熱を伝える恒温プレート７４と、恒温プレート７４を加熱冷却する加熱冷却
部７５とを含む。また、パレット１１の吸着孔１４と連通可能な連通孔８１が恒温プレー
ト７４に形成されており、パレット１１の吸着孔１４内の気体の吸引時に連通孔８１内の
気体も吸引される。この結果、被試験体１の位置姿勢の保持のための真空吸引時に、被試
験体１がパレット１１に吸着されるだけでなく、パレット１１が恒温プレート７４に吸着
される。これによって、パレット１１と恒温プレート７４との接触性が向上されるため、
恒温プレート７４の熱がパレット１１に効率的に伝達される。したがって、試験用治具１
０の温度制御がより確実に実行されるため、本実施形態の試験装置２０の使い勝手が向上
される。
【００８１】
　以上のように説明した本実施形態の試験装置２０の具体的構成の一例としては、被試験
体１の半導体チップ２がレーザダイオードから成る。すなわち、本実施形態の試験装置２
０の被試験体１であるチップ部品４が、サブマウント３にレーザダイオードが接続された
構成であるサブマウント接合レーザチップによって実現され、該チップ部品４を含む完成
状態の半導体素子５が半導体レーザ素子で実現される。サブマウント接合レーザチップは
、外部の電力供給路からの電力供給に応答して、所定の光を出射する。
【００８２】
　被試験体１がサブマウント接合レーザチップであるならば、本実施形態の試験装置２０
において、被試験体１であるサブマウント接合レーザチップから出射された光は、反射鏡
１５によって反射されて、受光素子２５に導かれる。この結果、サブマウント接合レーザ
チップの出射方向に拘らず、受光素子２５の位置を任意に設定可能になるため、本実施形
態の試験装置２０の構成の自由度が向上される。たとえば、本実施形態の試験装置２０に
おいては、被試験体１に対して、試験用電力供給部２２が備えるコンタクトブロック１２
接触用の外部電極２８が位置する側に、サブマウント接合レーザチップから出射された光
が導かれる。
【００８３】
　上述した本実施形態の試験装置２０において、好ましくは、試験用電力供給部２２の外
部電極２８と受光素子２５とが単一の支持基板２６によって支持され、外部電極２８およ
び受光素子２５が、支持基板２６ごと、試験用治具１０に対して近接離反される。この結
果、試験用電極供給部の外部端子と検査用の受光素子２５とが一体化されて近接離反する
。これによって、被試験体１がサブマウント接合レーザチップである状況下で、本実施形
態の試験装置２０は、構成要素の駆動系を共通化して、装置構成を簡略化することができ
る。
【００８４】
　たとえば、試験用治具１０の試験装置２０への着脱時に、試験実施時の位置よりも温度
環境制御部２１の恒温プレート７４から離反する待機位置まで、支持基板２６が基板移動
部２７によって移動させられる。この結果、支持基板２６の移動に伴って、支持基板２６
に支持される受光素子２５および試験用電力供給部２２の外部電極２８も、恒温プレート
７４から離反する。
【００８５】
　またたとえば、試験用治具１０の試験装置２０への装着後、試験実施時には、前記待機
位置の支持基板２６が、待機位置から試験実施時の位置まで、基板移動部２７によって移
動させられる。この結果、支持基板２６の移動に伴って、支持基板２６に支持される受光
素子２５および試験用電力供給部２２の外部電極２８も、待機位置よりも恒温プレート７
４に接近する。
【００８６】
　これらによって、本実施形態の試験装置２０において、試験用治具１０の試験装置２０
への着脱時に、支持基板２６と恒温プレート７４との間隔が試験実施時よりも広がるため
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、試験用治具１０を試験装置２０に着脱し易くなる。したがって、本実施形態の試験装置
２０の使い勝手が向上される。
【００８７】
　図５は、本実施形態の試験用治具１０において、コンタクトブロック１２に備えられる
一対の接触部材１３の詳細な構成を示す図である。一対の接触部材１３は、基本的な構成
は等しく、実際の寸法が相互に異なる。ゆえに一対の接触部材１３の一方だけを図５に記
載して説明する。以後の説明において、コンタクトブロック１２とパレット１１との近接
離反方向を「Ｚ方向」と定義し、後述するコンタクトブロック１２の接触部材１３の長手
方向を「Ｙ方向」と定義し、Ｙ方向およびＺ方向に直交する方向を「Ｘ方向」と定義する
。
【００８８】
　接触部材１３は、導電性材料から形成される。導電性材料から形成される電極や端子が
接触部材１３に機械的に接触すれば、該電極や端子と接触部材１３とが電気的に接続され
る。接触部材１３の詳細な構成は、上述の機能を実現可能であれば、特に限定されるもの
ではない。接触部材１３は、一例としては、ベリリウム銅から形成され、表面に金メッキ
などが施される。
【００８９】
　接触部材１３は、細長い板状部材の両端が板状部材の幅方向の相反する向きにそれぞれ
突出した形状であり、全体として略乙形状を成す。接触部材１３の長手方向一方端の突出
部が、被試験体１と機械的に接触して電気的接続を成す。接触部材１３の長手方向他方端
の突出部が、試験用治具１０の外部からの電力供給用端子と機械的に接触して電気的接続
を成す。たとえば、本実施形態の試験用治具１０が本実施形態の試験装置２０に取付けら
れる場合、試験用電力供給部２２の外部電極２８が、一対の接触部材１３の長手方向他方
端の突出部に、機械的に接触する。
【００９０】
　以後の説明では、接触部材１３の長手方向両端部のうち、被試験体１と機械的接触すべ
き一方端部を「内部接触端部３１」と称し、試験用治具１０の外部の各種電極と機械的接
触すべき他端部を「外部接触端部３２」と称する。また接触部材１３の内部接触端部３１
および外部接触端部３２を除く長手方向中央部を、「中央撓り部３３」と称する。
【００９１】
　一対の接触部材１３の内部接触端部３１の突出部は、前述した図３Ｂに示すように、コ
ンタクトブロック１２のパレット１１への装着時に、被試験体１の陽極陰極にそれぞれ機
械的に接触可能になるように、形状および位置が定められる。すなわち、一対の接触部材
１３の内部接触端部３１の突出部の形状および大きさは、被試験体１の構成に応じて定め
られる。また、一対の接触部材１３の外部接触端部３２の突出部は、被試験体１の大きさ
に拘らず、試験用治具１０の外部の各種電極との容易な機械的接触が可能となるように、
充分に大きく形成される。このような一対の接触部材１３が用いられることで、被試験体
１の大きさに拘らず、試験用治具１０の外部の各種電極との機械的接触が容易になるため
、試験用治具１０の使い勝手が向上される。
【００９２】
　接触部材１３の外部接触端部３２は、コンタクトブロック１２内で固定される。接触部
材１３の内部接触端部３１は、固定端部である外部接触端部３２を支点として、コンタク
トブロック１２のパレット１１への載置時に被試験体１と近接離反するＺ方向に変位可能
である。接触部材１３の中央撓み部は、外部接触端部３２を支点として、内部接触端部３
１の変位に応じて、Ｚ方向に撓ることが可能に構成される。
【００９３】
　コンタクトブロック１２のパレット１１への載置時には、接触部材１３の内部接触端部
３１の突出部が、パレット１１上の被試験体１と接触する。接触部材１３の内部接触端部
３１突出部の被試験体１との機械的接触に伴い、接触部材１３の中央撓り部３３がＺ方向
に撓る。これによって、接触部材１３が被試験体１を押さえ込む。一例としては、接触部



(17) JP 5970552 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

材１３は約０．０５Ｎの力で、被試験体１を押さえ込む。
【００９４】
　接触部材１３が板ばね構造を成すことによって被試験体１の電気的接続と被試験体１の
保持とを行う接触部材１３の構成を簡単にすることができるため、本実施形態の試験用治
具１０の製造コストおよび管理維持コストを低減させることが可能になる。
【００９５】
　図６Ａ～図６Ｃは、本実施形態の試験用治具１０に備えられるコンタクトブロック１２
の詳細な構成を示す図であり、図６Ａはコンタクトブロック１２の正面図であり、図６Ｂ
はコンタクトブロック１２の平面図であり、図６Ｃはコンタクトブロック１２の側面図で
ある。図７Ａおよび図７Ｂは、試験用治具１０に含まれるパレット１１の詳細な構成を示
す図であり、図７Ａはパレット１１の平面図であるであり、図７Ｂは本実施形態のパレッ
ト１１内の後述する載置台５２において、被試験体１の予定位置１７近傍を示す部分拡大
図である。
【００９６】
　以下に、図６Ａ～図６Ｃ、図７Ａおよび図７を参照して、パレット１１およびコンタク
トブロック１２の具体的な構成を以下に説明する。なお図６Ａ～図６Ｃに示すコンタクト
ブロック１２の詳細構成ならびに図７Ａおよび図７Ｂに示すパレット１１の詳細構成は、
コンタクトブロック１２およびパレット１１の詳細構成の一例であり、これに限定される
ものではない。以後の説明において、コンタクトブロック１２とパレット１１との近接離
反方向を「Ｚ方向」と定義し、後述するコンタクトブロック１２の接触部材１３の長手方
向を「Ｙ方向」と定義し、Ｙ方向およびＺ方向に直交する方向を「Ｘ方向」と定義する。
【００９７】
　コンタクトブロック１２は、被試験体１と試験用治具１０の外部部材との電気的接続を
介在し、かつ、被試験体１であるチップ部品４をパレット１１に固定する機能を有する。
コンタクトブロック１２は、接触部材１３の他に、カバー体４１と、ベース板４２と、ブ
ロック用位置決めピン４３とをさらに含む。パレット１１は、反射鏡１５の他に、基台５
１と、載置台５２と、固定機構５３と、鏡台５４とをさらに含む。一例として、ベース板
４２がＰＥＥＫ材などから形成され、カバー体４１がアルミなどから形成され、ブロック
用位置決めピン４３がステンレスなどから形成される。
【００９８】
　パレット１１において、１以上のコンタクトブロック１２をそれぞれ装着すべき基準位
置１８が、基台５１の上面に予め設定されている。基台５１上面の単一の基準位置１８に
対し、載置台５２と一対の固定機構５３と反射鏡１５と鏡台５４とが備えられる。なお、
図７Ａおよび図７Ｂの例では、１以上の被試験体１を載置すべきパレット１１において、
単一の被試験体１に係る範囲内の構成だけを詳細に示す。実際のパレット１１は、図７Ａ
および図７Ｂで示す構成を載置すべき被試験体１の数だけ並べた構成を有する。
【００９９】
　コンタクトブロック１２において、矩形板状のベース板４２の上面に、直方体状のカバ
ー体４１が載置される。ベース板４２は、たとえばねじ止めによって、カバー体４１の底
面に固定される。カバー体４１のＹ方向の奥行きは、ベース板４２のＹ方向の奥行きより
も短い。ベース板４２およびカバー体４１は、コンタクトブロック１２の各種構成要素を
保持する。ベース板４２は、接触部材１３とパレット１１を絶縁する。コンタクトブロッ
ク１２の移載時には、網掛けで示すカバー体４１の側面の一部分が把持される。
【０１００】
　コンタクトブロック１２において、カバー体４１の底部の中央部には、底部溝４５が形
成されている。カバー体４１の底部溝４５は、カバー体４１の底面側に開口して、カバー
体４１をＹ方向に貫通する。ベース板４２には、固定時にカバー体４１の底部溝４５と対
向する位置に、スリット４８が形成されている。ベース板４２のスリット４８は、カバー
体４１の底部溝４５の長手方向と同方向に延伸して、底部溝４５よりも幅が狭い。
【０１０１】



(18) JP 5970552 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

　コンタクトブロック１２において、Ｚ方向と平行であるベース板４２の法線方向から見
て、接触部材１３の長手方向両端部である外部接触端部３２および内部接触端部３１が、
カバー体４１の外に位置する。接触部材１３の長手方向中央部である中央撓り部３３が、
接触部材１３の外部接触端部３２を支点としてベース板４２の法線方向Ｚに撓り自在にな
るように、カバー体４１の底部溝４５およびベース板４２に囲まれた空間内に配置される
。カバー体４１の底部溝４５のＺ方向の高さは、接触部材１３の内部接触端部３１の被試
験体１への接触に伴う接触部材１３の撓りを妨げない程度の充分な高さを有する。
【０１０２】
　パレット１１において、載置台５２は、被試験体１を載置するための部材である。直方
体形状の載置台５２は、長手方向がＹ方向と平行になるように、基台５１上面の基準位置
１８内のＸ方向中央部に固定される。被試験体１を載置すべき予定位置１７は、詳しくは
、載置台５２上面に設定される。
【０１０３】
　パレット１１において、図７Ｂに示すように、基台５１の法線方向であるＺ方向から見
て、パレット１１の予定位置１７の中央部に、パレット１１の吸着孔１４の一方端が開口
する。パレット１１の吸着孔１４は、具体的には、載置台５２および基台５１を貫通して
おり、基台５１の底面に吸着孔１４の他方端が開口している。
【０１０４】
　コンタクトブロック１２において、略板状の一対の接触部材１３は、接触部材１３の長
手方向他方端である外部接触端部３２が固定されるように、ベース板４２に取付けられる
。ベース板４２に取付けられた一対の接触部材１３の中央撓り部３３の間隔は、パレット
１１の載置台５２のＸ方向の幅よりも広い。コンタクトブロック１２のパレット１１への
装着時に、パレット１１の載置台５２がコンタクトブロック１２の一対の接触部材１３の
中央撓り部３３間の間隙に位置できるように、一対の接触部材１３のコンタクトブロック
１２内の位置および載置台５２のパレット１１内の各基準位置１８に対する位置が定めら
れる。
【０１０５】
　パレット１１において、基台５１上面に備えられる載置台５２の上面に被試験体１が載
置されることによって、被試験体１の載置位置が、基台５１上面よりも一段高くなる。被
試験体１が基台５１上面に直接載置される構成よりも、本実施形態のように基台５１上面
の載置台５２上に被試験体１が載置される構成のほうが、コンタクトブロック１２のパレ
ット１１への装着時に、接触部材１３の内部接触端部３１の被試験体１への機械的接触に
応答して、コンタクトブロック１２内の接触部材１３が充分に撓る。これによって、接触
部材１３の撓りによって被試験体１がより充分に押さえ込まれるため、被試験体１の位置
姿勢が充分に保持される。
【０１０６】
　コンタクトブロック１２において、ベース板４２の底面には、１以上のブロック用位置
決めピン４３が固定される。またパレット１１において、基準位置１８毎に、各ブロック
用位置決めピン４３が嵌合すべきブロック用嵌合凹部６１が、基台５１上面に形成されて
いる。ブロック用位置決めピン４３が２本ある場合、２本のブロック用位置決めピン４３
は、たとえば、ベース板４２の対角の隅部にそれぞれ配置される。なお、パレット１１側
にブロック用位置決めピン４３が設けられ、コンタクトブロック１２側にブロック用嵌合
凹部６１が形成される構成であってもよい。
【０１０７】
　ブロック用位置決めピン４３およびブロック用嵌合凹部６１は、コンタクトブロック１
２のパレット１１への装着時に、コンタクトブロック１２の位置を固定するための構成で
ある。コンタクトブロック１２がパレット１１の所定の基準位置１８に載置されると、パ
レット１１のブロック用嵌合凹部６１にコンタクトブロック１２のブロック用位置決めピ
ン４３が嵌合する。この結果、基台５１上面に平行な方向のコンタクトブロック１２の移
動が阻害されるので、コンタクトブロック１２がパレット１１の基準位置１８に固定され
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る。
【０１０８】
　ブロック用位置決めピン４３およびブロック用嵌合凹部６１は、好ましくは、コンタク
トブロック１２とパレット１１との位置決めガイドを兼ねる。逆円錐状のブロック用位置
決めピン４３と円筒孔状のブロック用嵌合凹部６１とが嵌合可能になるようにコンタクト
ブロック１２がパレット１１の所定位置におおよそ位置決めされると、ブロック用位置決
めピン４３がブロック用嵌合凹部６１に嵌合する挙動に合わせて、パレット１１に対する
コンタクトブロック１２の位置が自然に調整される。ゆえに、ブロック用位置決めピン４
３およびブロック用嵌合凹部６１が設けられるならば、詳細な位置決め無しにパレット１
１とコンタクトブロック１２との相対位置が自然調整されるので、使い勝手がよい。
【０１０９】
　パレット１１において、パレット１１上のコンタクトブロック１２が載置されるべき基
準位置１８のＸ方向両側に、一対の固定機構５３が配置される。コンタクトブロック１２
において、カバー体４１のＸ方向の両側面に、固定凹部４６がそれぞれ設けられる。すな
わち、単一のコンタクトブロック１２に対し、同形状の一対の固定機構５３および一対の
固定凹部４６が備えられる。パレット１１側の固定機構５３と、コンタクトブロック１２
側の固定凹部４６とが組合わされて、コンタクトブロック１２をパレット１１上に着脱自
在に装着するための装着機構５６が構成される。
【０１１０】
　パレット１１において、単一の固定機構５３は、詳しくは、ストッパボール６４と、ボ
ール用ばね６５と、固定部材６６とを含む。固定部材６６のＸ方向両側面のうちの基準位
置１８側に向く一側面に、該一側面に開口する収納凹部６７が形成される。収納凹部６７
には、収納凹部６７から突出自在になるように、ストッパボール６４が収納される。また
ストッパボール６４と収納凹部６７の底部との間に、ボール用ばね６５がＸ軸方向に伸縮
自在に介在される。ボール用ばね６５の一端が収納凹部６７の底部に固定されるため、ボ
ール用ばね６５のばね力は、固定部材６６の収納凹部６７内部から収納凹部６７外部へス
トッパボール６４を押出す向きに作用する。コンタクトブロック１２において、カバー体
４１のＸ方向両側面の固定凹部４６は、固定機構５３のストッパボール６４の一部分が嵌
合可能な形状を有する。
【０１１１】
　ストッパボール６４に外部から力が作用しない状態では、ストッパボール６４は、ボー
ル用ばね６５によって、収納凹部６７から一部分が突出する状態で待機する。ボール用ば
ね６５のばね力以上の力がストッパボール６４に外部から加えられると、ストッパボール
６４はばね力に逆らって収納凹部６７内部に収納される。収納凹部６７内部に収納された
ストッパボール６４は、ばね力によって再び収納凹部６７から一部分が突出する。
【０１１２】
　一対の固定機構５３のストッパボール６４の待機時の距離は、コンタクトブロック１２
のカバー体４１のＸ方向の両側面の幅よりも多少狭い。２つの固定機構５３の対面するＸ
方向１側面の距離は、コンタクトブロック１２のＸ方向の幅と同程度か多少広い。ゆえに
、コンタクトブロック１２のパレット１１の基台５１への近接離反に伴い、コンタクトブ
ロック１２のカバー体４１の接触による外力がパレット１１の固定機構５３のストッパボ
ール６４に加わってストッパボール６４の位置がＸ方向に移動し、コンタクトブロック１
２のカバー体４１の固定凹部４６にパレット１１の固定機構５３のストッパボール６４が
嵌合脱離する。この結果、コンタクトブロック１２のパレット１１への着脱自在に装着さ
れる。
【０１１３】
　たとえば、コンタクトブロック１２のパレット１１への装着時には、コンタクトブロッ
ク１２がパレット１１の基台５１に近接する向きに移動する。コンタクトブロック１２の
移動に伴い、基準位置１８の両側に配置される一対の固定機構５３の間にコンタクトブロ
ック１２が挿入され、コンタクトブロック１２のカバー体４１のＸ方向両側面が一対の固
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定機構５３のストッパボール６４に接触する。ストッパボール６４は球状なので、コンタ
クトブロック１２の移動に伴い、カバー体４１のＸ方向両側面がストッパボール６４にば
ね力に逆らう向きの外力を加え、ストッパボール６４が収納凹部６７内部に収納される。
コンタクトブロック１２のカバー体４１のＸ方向両側面の固定凹部４６がストッパボール
６４と対向する位置に至ると、ストッパボール６４に加わる外力が低減するので、ストッ
パボール６４の一部分が収納凹部６７から突出して固定凹部４６に入り込む。この結果、
一対の固定機構５３によってコンタクトブロック１２が固定される。
【０１１４】
　以上説明したように、コンタクトブロック１２がパレット１１の所定の基準位置１８に
載置されると、パレット１１の基台５１のブロック用嵌合凹部６１に、コンタクトブロッ
ク１２のブロック用位置決めピン４３が嵌合する。またコンタクトブロック１２がパレッ
ト１１の基準位置１８に載置されると、コンタクトブロック１２のカバー体４１の固定凹
部４６に、パレット１１の固定機構５３のストッパボール６４が嵌合する。これらによっ
て、コンタクトブロック１２がパレット１１に着脱自在に装着される。
【０１１５】
　パレット１１において、被試験体１が後述するサブマウント接合レーザチップなどの発
光部品である場合、反射鏡１５は、被試験体１から出射された光を所定の方向に反射させ
る。鏡台５４は、被試験体１から出射される光を反射させるべき方向に合わせた角度で、
反射鏡１５を支える。反射鏡１５によって光の光路を９０度屈折させるならば、鏡台５４
は反射鏡１５を光の出射方向に対して４５度傾けた角度に支持する。
【０１１６】
　被試験体１がサブマウント接合レーザチップなどの発光部品である場合、本実施形態の
試験装置２０において、好ましくは、パレット１１の反射鏡１５は、サブマウント接合レ
ーザチップからの光の出射方向に対して４５度傾けられて設置されており、サブマウント
接合レーザチップから出射される光を、光の出射方向に対して９０度を成す方向へ反射さ
せる。
【０１１７】
　サブマウント接合レーザチップの発光面に対して平行に受光素子２５を設置する構成で
は、サブマウント接合レーザチップの発光面の前に受光素子２５を設けるスペースが必要
なので、パレット１１のサイズが大きく成り易い。サブマウント接合レーザチップの発光
面に対して４５度傾けた反射鏡１５を使用することで、サブマウント接合レーザチップか
らの光出射方向に対して光の出射方向を９０度曲げることによって、サブマウント接合レ
ーザチップの発光面に対し受光素子２５を垂直に設置することができるため、パレット１
１および試験装置２０を小型化することができる。
【０１１８】
　再び図１を参照して、本実施形態の試験装置２０の詳細な構成を、以下に説明する。本
実施形態の試験装置２０は、詳しくは、制御部７１と出力部７２とをさらに含む。また試
験用電力供給部２２は、詳しくは、外部電極２８の他に、駆動回路２９を備える。温度環
境制御部２１の加熱冷却部７５は、ペルチェ素子８５と、放熱ファン８７と、放熱フィン
８６と、温度制御器８４とを含む。温度環境制御部２１の恒温プレート７４の上面には、
試験用治具１０を位置決めするための治具用位置決めピン８２が備えられる。試験用治具
１０のパレット１１の基台５１底面には、治具用位置決めピン８２が嵌合すべき治具用嵌
合凹部６２が形成される。
【０１１９】
　制御部７１は、被試験体１に対する試験を行うために、試験装置２０の構成要素を制御
する。制御部７１は、例えば、温度環境制御部２１によって制御された温度環境下で電力
供給された被試験体１の駆動結果を入手し、入手した駆動結果に基づいて被試験体１の良
否などを判断する。被試験体１の試験結果は、出力部７２に出力される。出力部７２は、
被試験体１の試験結果を試験装置２０の利用者に提示する。また出力部７２は、試験装置
２０を備えた製造工程の他の装置へ、試験結果を伝達する。
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【０１２０】
　試験用電力供給部２２の駆動回路２９は、試験装置２０の制御部７１からの制御命令に
応答し、外部電極２８を介して、試験用治具１０内の被試験体１に、被試験体１を駆動す
るための電力を供給する。また、試験用電力供給部２２の駆動回路２９は、受光素子２５
と制御部７１との間に介在されて、受光素子２５からの信号を制御部７１に伝達する。す
なわち、試験用電力供給部２２の駆動回路２９は、所謂ドライバ回路として動作する。
【０１２１】
　温度環境制御部２１の加熱冷却部７５において、ペルチェ素子８５の上面は、恒温プレ
ート７４の底面に機械的接触している。放熱フィン８６は、ペルチェ素子８５の底面に機
械的接触している。放熱ファン８７は、放熱フィン８６を通過する気流を発生させる。温
度制御器８４は、試験装置２０の制御部７１からの制御信号に応答して、試験用治具１０
の温度環境が制御部７１から指示される温度環境になるように、ペルチェ素子８５を駆動
させる。温度制御器８４からの制御に応答して、ペルチェ素子８５の上面および底面のい
ずれか一方面が発熱し、いずれか他方面が吸熱する。ペルチェ素子８５の上面の発熱・吸
熱に応答して、ペルチェ素子８５と恒温プレート７４との間で熱交換が起こる。ペルチェ
素子８５の裏面の発熱は、放熱フィン８６に伝達される。ペルチェ素子８５の発する余分
な熱は、放熱フィン８６および放熱ファン８７によって排熱される。
【０１２２】
　治具用位置決めピン８２および治具用嵌合凹部６２は、試験用治具１０の試験装置２０
への取付け時に、試験用治具１０の位置を固定するための構成である。試験用治具１０が
試験装置２０の恒温プレート７４上の所定位置に載置されると、試験用治具１０のパレッ
ト１１の基台５１底面の治具用嵌合凹部６２に、恒温プレート７４の上面の治具用位置決
めピン８２が嵌合する。この結果、恒温プレート７４上面に平行な方向の試験用治具１０
の移動が阻害されるので、試験用治具１０が試験装置２０内の所定位置に固定される。治
具用位置決めピン８２および治具用嵌合凹部６２は、好ましくは、ブロック用位置決めピ
ン４３およびブロック用嵌合凹部６１の組合せと同様に、試験用治具１０と恒温プレート
７４との位置決めガイドを兼ねる。この結果、試験装置２０の使い勝手がよくなる。なお
、試験用治具１０側に治具用位置決めピン８２が設けられ、恒温プレート７４側に治具用
嵌合凹部６２が形成される構成であってもよい。
【０１２３】
　上述したように、本実施形態の試験装置２０は、端子電極７を備えるパッケージ６へチ
ップ部品４が封入された構成である完成状態の半導体素子５ではなく、チップ部品４単体
を被試験体１とする。また本実施形態の試験装置２０において、被試験体１であるチップ
部品４は、パッケージ６の端子電極７に代わって、試験用治具１０のコンタクトブロック
１２の接触部材１３を介して、試験用電力供給部２２と電気的に接続される。
【０１２４】
　本実施形態の試験装置２０において、チップ部品４がレーザダイオードなどの発光を成
す構成である場合、チップ部品４の発光状態が試験結果として観測される。もちろん、チ
ップ部品４の試験結果は、発光状態に限らず、電気信号の出力状態など、チップ部品４の
駆動状態を推測可能な出力が得られればよい。なお、試験結果としてチップ部品４からの
電気的な出力を観察する必要がある場合、本実施形態の試験装置２０は、チップ部品４か
らの電気的出力も、試験用治具１０のコンタクトブロック１２の接触部材１３を介して、
外部に取出せばよい。
【０１２５】
　前述の図１で説明したように、本発明の試験装置２０の被試験体１であるチップ部品４
は、サブマウント３に接合された半導体チップ２を含む。半導体チップ２は、電力供給に
応じて所定の機能を発揮する部品である。サブマウント３は、たとえば、半導体チップ２
を載置支持する部品であり、半導体チップ２に直接的に接合される。
【０１２６】
　たとえば、半導体チップ２は、半導体層を含む複数の機能層が重ねられて構成される。
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一例としては、半導体チップ２は、表層に多数の回路が作り込まれたウェハを所定形状に
切断して形成される所謂ダイで実現される。サブマウント３は、たとえば、半導体チップ
２の機能層へ機械的に接触する電極層や、半導体チップ２から発生する熱の放熱層などを
含む。
【０１２７】
　完成状態の半導体素子５は、端子電極７を備えたパッケージ６にチップ部品４を内封し
、チップ部品４と端子電極７とを電気的に接続した構成を有する。パッケージ６は、たと
えば、後述するいわゆるステム１０１やフレームで実現される。パッケージ６内に内封さ
れたチップ部品４とパッケージ６の端子電極７とは、たとえば、接続用ワイヤ８をボンデ
ィングすることで、電気的に接続される。
【０１２８】
　上述したように、チップ部品４から完成状態の半導体素子５を作成するには、高価なス
テム１０１やワイヤ８を含むパッケージ６が必要であり、かつ、パッケージ６にチップ部
品４を内封して電気的に接続するための各種のアセンブリ工程が必要である。このため、
チップ部品４から完成状態の半導体素子５を作成するには、各種アセンブリ工程に要する
作業時間がかかり、かつ、チップ部品４の他にパッケージ６などの部品などの費用がさら
に必要とされる。
【０１２９】
　従来技術の半導体素子５の製造工程においては、多数の完成状態の半導体素子５を作成
して、完成した全ての半導体素子５の中から不良な半導体素子５を除き、良品の半導体素
子５だけを出荷する。上述の製造工程において、全半導体素子５の製造に要した費用総額
に対して、欠品とされた不良な半導体素子５の製造に要した費用が、損失費用となる。
【０１３０】
　上述した従来技術の半導体素子５の製造工程においては、完成状態の半導体素子５に対
して各種の信頼性試験が実施されている。ゆえに、完成状態の半導体素子５にチップ部品
４に起因する不良が発見された場合、パッケージ６に不良が無いにもかかわらず、完成状
態の半導体素子５そのものを欠品とせざるを得なかった。このため、上述した従来技術の
半導体素子５の製造工程においては、チップ部品４の不良に起因する不良な半導体素子５
が発見された状況下において、チップ部品４単体を欠品とする場合よりも、完成状態の半
導体素子５全体を欠品とする場合のほうが、１ロット当りの損失費用が多くなる。
【０１３１】
　本実施形態の試験装置２０は、完成状態の半導体素子５ではなく、パッケージ６に取付
ける前のチップ部品４に対して各種の試験を実施するため、チップ部品４単独の良否を判
断することができる。このような本実施形態の試験装置２０を含む半導体素子５の製造工
程においては、パッケージ６に取付ける前にチップ部品４単独の良否が判断され、パッケ
ージ６未装着の全てのチップ部品４から不良なチップ部品４を排除して、良品のチップ部
品４だけがパッケージ６に取付けられる。ゆえに、本実施形態の製造工程において、良品
のパッケージ６に不良なチップ部品４が取付けられて完成状態の半導体素子５自体が不良
となることが、未然に防止される。これによって、チップ部品４に対する本実施形態の試
験装置２０を含む製造工程は、完成状態の半導体素子５に対する試験装置２０を含む従来
技術の製造工程よりも、チップ部品４の不良に起因する製造コストを削減することができ
る。
【０１３２】
　本実施形態のチップ部品４の一例として、半導体チップ２がレーザダイオード９０で実
現されるチップ部品４が挙げられる。以後の説明において、「半導体チップ２がレーザダ
イオード９０であるチップ部品４」を「サブマウント接合レーザチップ１００」と称する
ことがある。
【０１３３】
　図８Ａは、本実施形態の試験装置２０の被試験体であるチップ部品４の一例であるサブ
マウント接合レーザチップ１００の構成を示す模式的な平面図である。図８Ｂは、図８Ａ
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のサブマウント接合レーザチップ１００の構成を示す模式的な側面図である。図８Ｃは、
図８Ａのサブマウント接合レーザチップ１００の電気記号を示す図である。図８Ｄは、図
８Ａのサブマウント接合レーザチップ１００を含む完成状態の半導体素子５である半導体
レーザ素子の構成を示す模式図である。
【０１３４】
　半導体チップ２の１種類であるレーザダイオード９０は、Ｐ型半導体層９１とＮ型半導
体層９２とが接合されたＰＮ接続層を有し、図８Ｃの回路図で表されるようなダイオード
として機能する。ＰＮ接続層の一方の半導体層側に陽極９３（アノード）が設けられ、Ｐ
Ｎ接続層の他方の半導体層側に陰極９４（カソード）が設けられる。レーザダイオード９
０は、一例としては、ガリウムヒ素（Gallium_Arsenide：ＧａＡｓ）の半導体層を含んで
形成される。
【０１３５】
　レーザダイオード９０に接合されるサブマウント３は、レーザダイオード９０が発する
熱を放熱する機能を備える。また前述のサブマウント３は、たとえば、導電性材料から成
る上面電極層９７と、絶縁体から成る下部絶縁体層９８とを含む。下部絶縁体層９８のレ
ーザダイオード９０側の面に、上面電極層９７が重ねて配置される。サブマウント３は、
一例としては、窒化アルミニウムから成る放熱層を含んで構成される。
【０１３６】
　サブマウント接合レーザチップ１００内において、レーザダイオード９０の陽極９３お
よび陰極９４のどちらか一方極が上面電極層９７と機械的かつ電気的に接続するように、
レーザダイオード９０がサブマウント３上の上面電極層９７に接合される。ゆえに、サブ
マウント接合レーザチップ１００に電力を供給するための電力供給路の外部電極２８は、
サブマウント３の上面電極層９７を介して、レーザダイオード９０の前記どちらか一方極
に電気的に接続する。
【０１３７】
　レーザダイオード９０の陽極９３および陰極９４間に所定の電力が供給されると、Ｐ型
半導体層９１とＮ型半導体層９２との接合境界部の発光点９５が発光する。サブマウント
接合レーザチップ１００の発光点９５から出射する光は、サブマウント接合レーザチップ
１００外部へ出射される。
【０１３８】
　サブマウント接合レーザチップ１００を含む完成状態の半導体レーザ素子は、一例とし
ては、図８Ｄに示すように、サブマウント３に接合されたレーザチップであるサブマウン
ト接合レーザチップ１００を、ステム１０１やフレームなどで実現されるパッケージ６へ
ボンディングし、パッケージ６の一対の端子電極７にサブマウント接合レーザチップ１０
０の陽極９３、陰極９４をワイヤーボンディングした構成を有する。
【０１３９】
　具体例としては、完成状態の半導体レーザ素子は、いわゆるＣＡＮパッケージ６を有す
る。ＣＡＮパッケージ６を有する完成状態の半導体レーザ素子は、端子電極７を備えるス
テム１０１と、キャップ１０２とを含む。
【０１４０】
　ステム１０１は、略円柱形の基部１０４と、サブマウント接合レーザチップ１００が搭
載される搭載部１０５とを有する。ステム１０１の搭載部１０５は、ステム１０１の基部
１０４の軸線方向の一表面から突出している。ステム１０１は、サブマウント接合レーザ
チップ１００から発生する熱を放射する機能を有する。ステム１０１は、熱伝導性および
導電性の高い金属によって形成される。ステム１０１の基部１０４の軸線方向の他表面か
ら、一対の端子電極７が突出する。
【０１４１】
　一対の端子電極７は、完成状態の半導体レーザ素子を駆動する電流を供給するためのプ
ラス（＋）側端子電極１０６とグランド側端子電極１０７とを含む。プラス側端子電極１
０６は、ステム１０１に電気絶縁性部材を介して設けられ、ステム１０１とは電気的に絶
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縁されている。プラス側端子電極１０６およびグランド側端子電極１０７は、ステム１０
１に搭載されるサブマウント接合レーザチップ１００に電気的に接続されている。
【０１４２】
　キャップ１０２は、基部１０４の一表面の周縁部が露出するような大きさの有底筒状に
形成され、基部１０４と同軸に設けられる。有底筒状のキャップ１０２は、サブマウント
接合レーザチップ１００およびステム１０１の搭載部１０５を覆い、開口部がステム１０
１の基部１０４の一表面で基部１０４に接合される。キャップ１０２も、サブマウント接
合レーザチップ１００から発生する熱を放射する機能を有する。キャップ１０２は、サブ
マウント接合レーザチップ１００から出射されるレーザ光を透過する透過部を底部分に有
する。キャップ１０２の透過部を除く部分については、熱伝導性および導電性の高い金属
によって形成される。
【０１４３】
　半導体レーザ素子の詳細な構成は、上述の機能を実現可能であれば、特に限定されるも
のではない。たとえば、半導体レーザ素子は、ＣＤ（Compact Disk）の読取り書込み用ま
たはＤＶＤ（Digital Versatile Disk）の読取り書込み用の光を発する構成であってもよ
いし、単波長または２波長の光を出力する構成のものであってもよい。サブマウント接合
レーザチップ１００の発光波長としては、４００ｎｍ～１３００ｎｍのものが好ましい。
サブマウント接合レーザチップ１００に用いられる半導体としては、ガリウム砒素系のも
のが好ましい。ステム１０１の構成材料は、特に限定されるものではなく、たとえばアル
ミニウムが挙げられる。端子電極７の構成材料は、特に限定されるものではなく、たとえ
ば銅などが挙げられる。キャップ１０２の透過部を除く部分の構成材料は、特に限定され
るものではなく、たとえばアルミニウムが挙げられる。
【０１４４】
　上述したように、被試験体１がサブマウント接合レーザチップ１００である場合、たと
えば、電流制御モード（Auto Current Control：ＡＣＣ）駆動時およびパワー駆動モード
（Auto Power Control：ＡＰＣ）駆動時の両方において、サブマウント接合レーザチップ
１００から発振されたレーザ光をフィードバックしてサブマウント接合レーザチップ１０
０の良否判定のために測定するとよい。
【０１４５】
　図９Ａは、本実施形態の試験用治具１０のコンタクトブロック１２の電気的特性を検査
するための検査装置１１０の構成を示す模式図である。図９Ｂは、本実施形態の検査装置
１１０の電気系の構成を示す模式図である。
【０１４６】
　図９Ａおよび図９Ｂの検査装置１１０は、本実施形態の試験用治具１０において、多数
のコンタクトブロック１２のうちから、被試験体１と電力供給路との間を介在可能な良品
のコンタクトブロック１２を予め選別するための装置である。本実施形態の検査装置１１
０で選別された良品のコンタクトブロック１２だけを用いて、本実施形態の試験用治具１
０を用いた試験が行われる。
【０１４７】
　本実施形態の検査装置１１０は、詳しくは、上述した本実施形態の試験用治具１０に用
いられるコンタクトブロック１２の電気的特性を検査するための装置である。検査装置１
１０は、疑似パレット１１１と、疑似チップ１１２と、検査用電力供給部１１３と、抵抗
計測部１１４とを含む。疑似チップ１１２は、本実施形態の試験用治具１０の単一の被試
験体１と同形状の電極である。疑似パレット１１１は、本実施形態の試験用治具１０のパ
レット１１と同形状の部材である。
【０１４８】
　本実施形態の検査装置１１０において、擬似チップ１１２が疑似パレット１１１上に載
置されている。疑似チップ１１２載置済の疑似パレット１１１上に、被検査物であるコン
タクトブロック１２が装着される。検査装置１１０における疑似チップ１１２と疑似パレ
ット１１１とコンタクトブロック１２との位置関係は、試験装置２０における被試験体１
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とパレット１１とコンタクトブロック１２との位置関係は等しい。
【０１４９】
　本実施形態の検査装置１１０において、コンタクトブロック１２の疑似パレット１１１
への装着後、コンタクトブロック１２の接触部材１３を介して、疑似パレット１１１上の
疑似チップ１１２に電力を供給しつつ、コンタクトブロック１２の接触抵抗が計測される
。計測されたコンタクトブロック１２の接触抵抗に基づき、コンタクトブロック１２が良
品であるか否かが判断される。
【０１５０】
　これによって、本実施形態の検査装置１１０は、疑似チップ１１２載置済の疑似パレッ
ト１１１にコンタクトブロック１２を装着すれば、該コンタクトブロック１２の電気的特
性を容易に計測することができる。したがって、本実施形態の検査装置１１０は、試験装
置２０のパレット１１へのコンタクトブロック１２の装着手順と同等の簡単な手順を用い
てコンタクトブロック１２の電気的特性を計測することができる。ゆえに、本実施形態の
検査装置１１０は、使い勝手がよい。
【０１５１】
　図９Ａおよび図９Ｂを参照して、本実施形態の検査装置１１０の詳細構成を、以下に説
明する。本実施形態の検査装置１１０において、疑似チップ１１２と検査用電力供給部１
１３と抵抗計測部１１４とを含む電気系が、試験用治具１０の接触部材１３の数と同数用
意される。図９Ａおよび図９Ｂの例では、前記電気系が２系統用意される。単一の電気系
において、抵抗計測部１１４は、検査用外部電極１１７と疑似チップ１１２との間の電圧
を計測する。計測結果に基づいて、コンタクトブロック１２の接触部材１３の接触抵抗が
求められる。
【０１５２】
　本実施形態の検査装置１１０において、検査装置１１０の疑似パレット１１１は、試験
用治具１０のパレット１１の基台５１の単一のコンタクトブロック１２に関連する部分と
同形状に形成される。たとえば、試験用治具１０のパレット１１の基台５１のブロック用
嵌合凹部６１と同形状の凹部が疑似パレット１１１の上面に形成されており、疑似パレッ
ト１１１へのコンタクトブロック１２の装着時に、コンタクトブロック１２のブロック用
位置決めピン４３が疑似パレット１１１の凹部に嵌まり込む。
【０１５３】
　本実施形態の検査装置１１０において、検査用電力供給部１１３は、定電流電源１１６
と検査用外部電極１１７とを含む。検査用電力供給部１１３の検査用外部電極１１７は、
試験用治具１０の接触部材１３の外部接触端部３２と機械的に接触する。試験用治具１０
の接触部材１３の内部接触端部３１は、検査装置１１０の疑似チップ１１２の先端部に機
械的に接触する。疑似チップ１１２の先端部の形状は、試験用治具１０のパレット１１上
に載置される被試験体１と同形状に形成される。また疑似パレット１１１に対する疑似チ
ップ１１２の先端部の位置関係が試験用治具１０におけるパレット１１に対する被試験体
１の位置関係を同等になるように、疑似パレット１１１に対する疑似チップ１１２の位置
が定められる。定電流電源１１６は、定電流電源１１６と検査用外部電極１１７とコンタ
クトブロック１２の接触部材１３と疑似チップ１１２と抵抗計測部１１４とを含む電気系
へ、所定の電力を供給する。
【０１５４】
　これらの構成によって、検査装置１１０の疑似パレット１１１にコンタクトブロック１
２を装着すると、コンタクトブロック１２の接触部材１３の中央撓り部３３がパレット１
１へのコンタクトブロック１２の装着時と同等に撓りつつ、該接触部材１３の内部接触端
部３１が疑似チップ１１２の先端部と機械的に接触する。コンタクトブロック１２装着後
、検査用外部電極１１７が接触部材１３の外部接触端部３２と電気的に接続され、検査用
外部電極１１７と疑似チップ１１２との間の電圧が計測される。これによって、検査装置
１１０は、コンタクトブロック１２の電気的特性を確実に計測することができる。
【０１５５】
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　図１０Ａ～図１０Ｃは、載置装置１２０の構成を示す模式図である。図１１Ａ～図Ｄは
、本実施形態の載置装置１２０において、被試験体１およびコンタクトブロック１２をパ
レット１１に載置する載置手順を説明するための模式図である。図１２Ａおよび図１２Ｂ
は、載置装置１２０の載置手順を説明するためのフローチャートである。図１０Ａ図１０
Ｃ、図１１Ａ～図１１Ｄ、図１２Ａおよび図１２Ｂを合わせて説明する。
【０１５６】
　本実施形態の載置装置１２０は、上述の試験用治具１０のパレット１１に、上述の被試
験体１を載置して上述のコンタクトブロック１２を装着するための装置である。本実施形
態の載置装置１２０は、図１０Ａに示すように、被試験体１を把持して移送するための被
試験体移送部１２２と、コンタクトブロック１２を把持して移送するためのコンタクトブ
ロック移送部１２３と、被試験体移送部１２２およびコンタクトブロック移送部１２３を
制御するための移送制御部１２４とを含む。コンタクトブロック移送部１２３には、好ま
しくは、前述したコンタクトブロック１２の検査装置１１０が含まれる。
【０１５７】
　本実施形態の載置装置１２０において、最初に、パレット１１内の被試験体１を載置す
べき予定位置１７と、被試験体移送部１２２に把持される被試験体１の形状および把持状
態とが、認識される。次いで、パレット１１上の認識された予定位置１７の中心と被試験
体１の中心が一致する位置に、該被試験体１が載置される。最後に、パレット１１上に載
置された被試験体１に接触部材１３が電気的に接続可能な予め定める基準位置１８に、コ
ンタクトブロック１２が載置される。
【０１５８】
　この結果、本実施形態の載置装置１２０が用いられる場合、載置装置１２０がパレット
１１に対する被試験体１およびコンタクトブロック１２の位置を定めるので、パレット１
１とコンタクトブロック１２と被試験体１とを相互に位置決めするための位置決め機構を
、パレット１１およびコンタクトブロック１２が備える必要がない。これによって、本実
施形態の試験用治具１０の構成を簡略化しつつ、パレット１１上の被試験体１およびコン
タクトブロック１２を的確に位置決めすることができる。
【０１５９】
　特に、一度に多数の被試験体１に対する試験が行われる状況下において、パレット１１
およびコンタクトブロック１２が上記位置決め機構を備える場合、多数の位置決め機構の
正常な動作を維持管理するために、多数のコストがかかる。これに対し、上述の状況下に
おいて、本実施形態の試験用治具１０のようにパレット１１およびコンタクトブロック１
２自体に位置決め機構が無い場合、多数の位置決め機構の維持管理の必要が無いため、本
実施形態の試験用治具１０の維持管理が容易であり、維持管理に要するコストを削減する
ことができる。したがって、本実施形態の試験用治具１０の使い勝手がさらに向上される
。
【０１６０】
　本実施形態の載置装置１２０は、詳しくは、被試験体移送部１２２を含む被試験体移載
機構１２６と、パレット制御機構１２７と、コンタクトブロック移送部１２３を含むコン
タクトブロック移載機構１２８とを含む。被試験体移載機構１２６は、被試験体１の移載
に係る。パレット制御機構１２７は、パレット１１の位置制御などに係る。コンタクトブ
ロック移載機構１２８は、コンタクトブロック１２の移載に係る。
【０１６１】
　被試験体移載機構１２６は、被試験体移送部１２２の他に、チップシート１３１と、被
試験体吸着位置補正用カメラ１３２と、被試験体底面認識用カメラ１３３とを含む。パレ
ット制御機構１２７は、パレット位置補正用カメラ１３４と、載置用真空吸引源１３５と
を含む。コンタクトブロック移載機構１２８は、コンタクトブロック移送部１２３と検査
装置１１０との他に、コンタクトブロックマガジン１３６と不良ブロックマガジン１３７
とを含む。
【０１６２】
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　図１２Ａおよび図１２Ｂの工程図において、ステップＡ１、ステップＡ４～ステップＡ
６，およびステップＡ１２は、被試験体移載機構１２６に係る工程である。また図１２Ａ
および図１２Ｂの工程図において、ステップＡ３、ステップＡ７～ステップＡ９，ステッ
プＡ１１、ステップＡ１３、およびステップＡ１８は、パレット制御機構１２７に係る工
程である。さらにまた図１２Ａおよび図１２Ｂの工程図において、ステップＡ１４～ステ
ップＡ１７は、コンタクトブロック移載機構１２８に係る工程である。被試験体移載機構
１２６に係る工程と、パレット制御機構１２７に係る工程と、コンタクトブロック移載機
構１２８に係る工程は、適宜並列に実施可能である。
【０１６３】
　図１０Ａ～図１０Ｃ、図１１Ａ～図１１Ｄ、図１２Ａおよび図１２Ｂを参照して、本実
施形態の載置装置１２０における被試験体１およびコンタクトブロック１２の詳細な載置
手順を、以下に説明する。図１０Ａ～図１０Ｃ、図１１Ａ～図１１Ｄ、図１２Ａおよび図
１２Ｂの例では、単一の試験用治具１０のパレット１１に、複数の被試験体１が載置され
、パレット１１載置済の各被試験体１に被さる位置に、コンタクトブロック１２が装着さ
れる。
【０１６４】
　ステップＡ１において、パレット１１に載置すべき複数の被試験体１が、チップシート
１３１に搭載された状態で、載置装置１２０の被試験体移載機構１２６にセットされる。
ステップＡ２において、パレット１１に載置すべき複数のコンタクトブロック１２が、コ
ンタクトブロックマガジン１３６に搭載された状態で、載置装置１２０のコンタクトブロ
ック移載機構１２８にセットされる。ステップＡ３において、図１１Ａに示すように、パ
レット１１が、載置装置１２０のパレット制御機構１２７内の所定位置にセットされる。
【０１６５】
　ステップＡ４において、被試験体移送部１２２が、チップシート１３１上の単一の被試
験体１を把持する。詳しくは、被試験体吸着位置補正用カメラ１３２がチップシート１３
１上の載置対象の被試験体１を撮影して、撮影画像に基づいて載置対象の被試験体１の位
置を認識する。認識結果に基づき、被試験体移送部１２２が、載置対象の被試験体１を真
空吸着によって把持する。
【０１６６】
　ステップＡ５において、被試験体底面認識用カメラ１３３が、被試験体移送部１２２に
把持される被試験体１の底面側から該被試験体１を撮影する。ステップＡ６において、被
試験体底面認識用カメラ１３３の撮影画像に基づいて、被試験体移送部１２２に把持され
る被試験体１の形状および把持状態が認識される。特に、図１１Ｂに示すように、被試験
体移送部１２２の基準軸に対す被試験体１のＸ方向およびＹ方向の位置ずれなどが認識さ
れる。
【０１６７】
　ステップＡ７において、パレット１１上の載置対象の被試験体１が載置されるべき予定
位置１７に開口する吸着孔１４の開口部が載置装置１２０の所定の搭載位置に位置するよ
うに、パレット１１が移動される。ステップＡ８において、パレット位置補正用カメラ１
３４が、パレット１１の基台５１の平面側から、該パレット１１の予定位置１７内の吸着
孔１４の開口部を撮影する。ステップＡ９において、パレット位置補正用カメラ１３４内
の撮影画像に基づいて、パレット１１内の被試験体１を載置すべき予定位置１７が認識さ
れる。特に、図１１Ｂに示すように、搭載位置に対する吸着孔１４のＸ方向およびＹ方向
の位置ずれなどが認識される。
【０１６８】
　ステップＡ１０において、被試験体移送部１２２に把持される被試験体１の形状および
把持状態の認識された位置ずれならびにパレット１１内の被試験体１を載置すべき予定位
置１７の認識された位置ずれに基づいて、パレット１１のＸ方向およびＹ方向の位置補正
量が把握される。ステップＡ１１において、把握されたパレット１１の位置補正量が打消
されるように、パレット１１の位置が補正される。たとえば、搭載位置の中心に吸着孔１
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４が位置するように、パレット１１の位置が補正される。
【０１６９】
　ステップＡ１２において、図１１Ｃに示すように、パレット１１上の認識された予定位
置１７の中心と被試験体１の中心とが一致する位置に、被試験体１が載置される。載置完
了後、パレット制御機構１２７は、ステップＡ１２からステップＡ４に戻り、次の被試験
体１の移載制御に掛かる。
【０１７０】
　ステップＡ１３において、パレット１１の吸着孔１４内の気体が、載置用真空吸引源１
３５によって吸引される。吸着孔１４内の気体吸引は、後述するステップＡ１８まで継続
される。
【０１７１】
　ステップＡ４～ステップＡ１３の工程と平行して、ステップＡ１４～ステップＡ１６の
工程が実施される。ステップＡ１４において、コンタクトブロック移送部１２３が、コン
タクトブロックマガジン１３６から、単一のコンタクトブロック１２を把持して、本実施
形態の検査装置１１０へ移送する。
【０１７２】
　ステップＡ１５において、本実施形態の検査装置１１０において、コンタクトブロック
１２の電気的特性が検査される。電気的特性が不良であれば、ステップＡ１６において、
不良なコンタクトブロック１２が不良ブロックマガジンへセットされる。不良なコンタク
トブロック１２の排除後、ステップＡ１５からステップＡ１４に戻り、次のコンタクトブ
ロック１２をコンタクトブロック移送部１２３が把持して、本実施形態の検査装置１１０
へ移送する。ステップＡ１４～ステップＡ１６の処理は、電気的特性が良好であるコンタ
クトブロック１２が得られるまで、繰返される。電気的特性が良好であるコンタクトブロ
ック１２が得られれば、ステップＡ１５からステップＡ１７へ進む。
【０１７３】
　ステップＡ１７において、図１１Ｄに示すように、コンタクトブロック移送部１２３が
、電気的特性が良性であるコンタクトブロック１２を、ステップＡ１２で被試験体１載置
済であるパレット１１に装着する。コンタクトブロック１２の装着後、コンタクトブロッ
ク移載機構１２８は、ステップＡ１７からステップＡ１４に戻り、次のコンタクトブロッ
ク１２の移載制御に掛かる。
【０１７４】
　コンタクトブロック１２の装着後、ステップＡ１８において、パレット１１の吸着孔１
４内の気体の吸引が終了される。ステップＡ１３～ステップＡ１８までの間、パレット制
御機構１２７の制御によって、吸着孔１４内の気体が真空吸引源２３によって吸引される
。吸着孔１４内の気体吸引中は、被試験体１がパレット１１上に真空吸着される。これに
よって、被試験体１載置後からコンタクトブロック１２装着までの間、被試験体１の位置
ずれが防がれる。ゆえに、パレット１１への被試験体１の載置精度が向上される。
【０１７５】
　吸引終了後、パレット制御機構１２７は、ステップＡ１８からステップＡ７に戻り、パ
レット１１上の次の被試験体１の次の予定位置１７に係るパレット制御に掛かる。
【０１７６】
　ステップＡ４～ステップＡ１８の工程は、パレット１１上に複数の被試験体１が全て載
置され、かつ全ての各被試験体１に対応するコンタクトブロック１２が装着されるまで、
繰返される。全被試験体１の載置および全コンタクトブロック１２装着の完了後、図１０
Ｂに示すように、被試験体１が載置された試験用治具１０が載置装置１２０から取出され
る。
【０１７７】
　本実施形態の載置装置１２０から取り出された被試験体１載置済の試験用治具１０は、
図１０Ｃに示すように、本実施形態の試験装置２０に取付けられる。本実施形態の試験装
置２０は、上述の状態の試験用治具１０を用いて、試験用治具１０の温度環境を制御しつ
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つ、試験用治具１０に載置される被試験体１へコンタクトブロック１２を介して電力を供
給する。電力供給に応じて駆動する被試験体の駆動結果を測定して、該被試験体の特性が
検査される。
【０１７８】
　本実施形態の試験装置２０における試験中に、試験装置２０では、試験用治具１０が恒
温プレート７４上に載置された状態で、恒温プレート７４の連通孔８１を介してパレット
１１の吸着孔１４から気体が真空吸引される。この結果、試験用治具１０内で被試験体１
が固定され、かつ、恒温プレート７４とパレット１１とが密着する。これによって、試験
用治具１０を用いた試験が精度よく実行される。
【０１７９】
　本実施形態２０を用いた被試験体１への試験後、本実施形態の試験装置２０から試験用
治具１０が取出され、取出された試験用治具１０から被試験体１が取外される。試験用治
具から取外された被試験体は、試験用治具１０を用いた試験の試験結果に基づき、各被試
験体の特性に応じてランク分けされつつ回収される。以上の手順によって、本実施形態の
試験装置２０を用いた被試験体の試験が完了する。
【０１８０】
　試験用治具１０からの被試験体１の回収は、たとえば、本実施形態の載置装置１２０に
おける試験用治具１０への被試験体１の載置手順と逆の手順で行われる。試験用治具１０
のコンタクトブロック１２がパレット１１から着脱自在なので、本実施形態の試験用治具
１０からの被試験体の回収手順も容易である。ゆえに、本実施形態の試験用治具１０の使
い勝手がよい。
【０１８１】
　以上説明したように、本実施形態の試験用治具１０、試験装置２０、検査装置１１０、
および載置装置１２０は、本発明の試験用治具１０、試験装置２０、検査装置１１０、お
よび載置装置１２０の最良の実施形態の１つである。本実施形態の試験用治具１０、試験
装置２０、検査装置１１０、および載置装置１２０の構成要素の詳細構成は、上述の作用
効果が発揮可能な構成であれば、上述した構成に限らず、他の様々な構成が用いられても
よい。
　本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形態で実
施できる。したがって、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、本発明の範
囲は請求の範囲に示すものであって、明細書本文には何ら拘束されない。さらに、請求の
範囲に属する変形や変更は全て本発明の範囲内のものである。
【符号の説明】
【０１８２】
　１　被試験体
　２　半導体チップ
　３　サブマウント
　４　チップ部品
　５　完成状態の半導体素子
　６　パッケージ
　７　パッケージの端子電極
　１０　試験用治具
　１１　パレット
　１２　コンタクトブロック
　１３　コンタクトブロックの接触部材
　１４　パレットの吸着孔
　１７　パレット上の被試験体の予定位置
　１８　パレット上のコンタクトブロックの基準位置
　２０　試験装置
　２１　温度環境制御部
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　２２　試験用電力供給部
　２３　真空吸引源
　２５　受光素子
　２６　支持基板
　２７　基板移動部
　２８　試験用電力供給部の外部電極
　２９　試験用電力供給部の駆動回路
　３１　接触部材の内部接触端部
　３２　接触部材の外部接触端部
　３３　接触部材の中央撓り部
　４１　コンタクトブロックのカバー体
　４２　コンタクトブロックのベース板
　４３　コンタクトブロックのブロック用位置決めピン
　４５　カバー体の底部溝
　４６　カバー体の固定凹部
　４８　ベース板のスリット
　５１　パレットの基台
　５２　パレットの載置台
　５３　パレットの固定機構
　５４　パレットの鏡台
　６１　ブロック用嵌合凹部
　６２　治具用嵌合凹部
　６４　固定機構のストッパボール
　６５　固定機構のボール用バネ
　６６　固定機構の固定部材
　６７　固定部材の収納凹部
　７４　温度環境制御部の恒温プレート
　７５　温度環境制御部の加熱冷却部
　８１　恒温プレートの連通孔
　１００　サブマウント接合レーザチップ
　１１０　コンタクトブロックの検査装置
　１１１　疑似パレット
　１１２　疑似チップ
　１１３　検査用電力供給部
　１１４　抵抗計測部
　１１７　検査用電力供給部の検査用外部電極
　１２０　載置装置
　１２２　被試験体移送部
　１２３　コンタクトブロック移送部
　１２４　移送制御部
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